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第１章 計画の策定に当たって 
 

 

１ これまでのあゆみ 

長野市では、平成９年３月に制定した「長野市環境基本条例」に基づき、平成 12 年３月に「長野市環境基本

計画」を策定し、望ましい環境像『～豊かな自然と共生するまち、資源を有効に使用する地球にやさしいまち、

安心して暮らせる、快適で魅力あふれるまち、すべての人が主体的に環境づくりに取り組むまち～』 の実現

に向け、環境施策を進めてきました。また、平成 17 年１月の１町３村との合併に伴い、平成 18 年 10 月に見直

しを行っています。 

平成24 年４月には「第二次長野市環境基本計画」を策定し、長野市環境基本計画の環境像を継承しつつ、

新たに『～地域産業の発展と環境の保全が良好な循環を生むまち～』を追加し、５つの望ましい環境像を実現

するため、様々な環境施策に取り組んできました。 

平成 29 年４月には第二次長野市環境基本計画の環境像や基本目標を継承し、新たな施策の導入と目標

値の見直しを行い、「第二次長野市環境基本計画後期計画」を策定しました。 

一方、地球温暖化対策分野の個別計画として、平成 21 年 12 月に「長野市地球温暖化対策地域推進計画」

を策定し、地域における温室効果ガス排出量を削減するため、本市の長期的な目標と施策を定めました。な

お、平成 26 年４月及び平成 29 年４月に計画の一部を改定しています。 

 

 

◆長野市環境基本条例<H9.3>                                                     

◆環境基本計画<H12.3>         ◆第二次環境基本計画<H24.4>     ◆第二次後期計画（Ｈ29.4）      ◆第三次 

                 ◇長野市地球温暖化対策地域推進計画<H21.12>                   環境基本計画                                                  

 

２ 策定の視点 

第二次長野市環境基本計画後期計画の策定後、本市の環境を取り巻く状況は、大きく変化しています。 

気候変動の影響が指摘される自然災害が地球規模で増加する中、令和元年東日本台風は、本市に甚大な

被害をもたらしました。 

気候変動対策は、省エネルギー、再生可能エネルギーの推進のほか、多様な生態系と豊かな自然環

境の保全、プラスチックスマートなどの循環型社会の形成、一定程度進行する地球温暖化への適応など、

様々な施策を総動員して取り組む必要があります。 

また、令和２年度、長野県が宣言した気候非常事態宣言（2050 ぜロカーボンへの決意）に賛同した本

市として、気候変動対策に対する姿勢を示す必要があります。 

このような状況を踏まえ、「第三次長野市環境基本計画」は、「長野市地球温暖化対策地域推進計画」

を統合するとともに、新たに策定する「生物多様性地域戦略」及び「地域気候変動適応計画」を包含する

ことで、環境行政全体として気候変動対策を強く推進する計画とします。 

また、世界的に大きな広がりを見せる「SDGs（持続可能な開発目標）」の視点を計画に盛り込み、SDGｓ

の達成に向けた取組を進めます。 
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３ 計画の位置づけ  

本計画は、長野市環境基本条例第７条に基づく環境行政の基本計画として、上位計画である第五次長野市

総合計画後期基本計画と整合を図りながら、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するもので

す。 

また、本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、地方公共団体実行計画（区域施策編）で

ある「長野市地球温暖化対策地域推進計画」、気候変動適応法に基づく「長野市気候変動適応計画」、及び生

物多様性基本法に基づく「長野市生物多様性地域戦略」を包含します。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 第三次長野市環境基本計画の位置付け 

 

４ SDGｓ（持続可能な開発目標）による施策の推進 

2015 年（平成27 年）９月にアメリカ合衆国で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、SDGｓを中 

核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。SDGｓは、経済・社会・環境をめぐる広

範囲な課題に統合的に取り組むことによる持続可能な社会の実現を目指すものであり、2030 年までに達成す

べき 17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・環境基本法 

・地球温暖化対策の推進に関

する法律 

・気候変動適応法 

・生物多様性基本法  等 

・第四次長野県環境基本計  

 画 

・長野県エネルギー戦略 

・生物多様性ながの県戦略 

【国】 

【県】 

【市】 

第三次長野市環境基本計画 各種関連計画 

・ＳＤＧｓ未来都市計画 

・長野市バイオマス産業都市構想 

・長野市一般廃棄物処理基本計画 

・長野市都市計画マスタープラン 

・長野市森林整備計画 

・長野市緑を豊かにする計画 等 

図 1-2 ＳＤＧｓの 17 のゴール（目標）  

長野市環境基本条例 第五次長野市総合計画後期基本計画 

長野市地球温暖化対策地域推進計画 

長野市気候変動適応計画 

長野市生物多様性地域戦略 
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目標達成に向けては、市民、事業者、行政などすべての個人・団体が SDGｓを理解し、それぞれの立場で

主体的に行動していくことが求められます。また、SDGｓは一つの行動によって複数の課題を統合的に解決す

る「マルチベネフィット」を目指しており、今後、環境政策には、環境を保全することにとどまらず、環境保全の

取組を通じて経済・社会の諸課題を解決する役割が求められています。 

 本市は、令和３年７月に「ＳＤＧｓ未来都市」の認定を受けました。本計画でも、ＳＤＧｓ未来都市計画と整合性

を図りながら、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を進めていきます。 

 

５ 計画期間 

計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの 5 年間とします。 

 

６ 計画対象 

（１）計画の対象地域 

  本計画は、長野市全域を対象とします。 

（２）対象とする環境の範囲 

  本計画が対象とする環境の範囲は、長野市環境基本条例第６条に規定する施策の基本方針を踏まえ、

次のとおりとします。 

 

   ① 大気、水質、土壌、騒音・振動、悪臭の防止など生活環境の保全 

   ② 歴史的・文化的環境の保全、良好な景観の形成、身近な自然空間の整備など快適な環境の創造 

   ③ 生物多様性の確保、希少生物の保護及び森林、農地等の保全など豊かな自然環境の保全 

   ④ 資源・エネルギーの循環的な利用及び廃棄物の発生抑制等による循環型社会の構築 

   ⑤ 地球温暖化の防止や気候変動への適応など地球環境に関すること 
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第２章 長野市の現況 
 

１ 長野市の社会の概況 
 

・人口は、少しずつ減少しています。世帯数は増加の傾向にあり、一世帯当たりの人口は、減少を続け

ています。 

・地目別面積は、田畑は一貫して減少し、山林においては、横ばい傾向です。 

・産業（大分類）別従業者数では、卸売業、小売業が最も多く、次いで医療、福祉が多くなります。医療、

福祉と複合サービス事業は、一貫して増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 地目別土地面積の推移 

図２－１ 人口、世帯数、世帯当たりの人口の推移 
資料）住民基本台帳人口（長野市企画課） 

資料）固定資産概要調書（長野市資産税課） 

後日追加 

後日追加 
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資料）長野市の事業所－平成 28 年経済センサス-活動調査結果報告書（長野市企画課） 

 

 

２ 長野市の気象の概況 

 
・気象庁長野観測所のデータによると、年間降水量は、932.7mm（平年値）、年平均気温は、

11.9℃（平年値）です。 

・年平均気温は、上昇傾向が見られます。 

・降水量は、長野観測所の平年値（1981～2010）が、933mm、鬼無里観測所が 1,681mm

となっており、市内でも地形や標高によって、気象に大きな変化があることが分かります。 

・長野観測所では、「冬日」（一日の最低気温が 0℃未満の日）の観測日数の減少傾向が見られ

ます。 
 

 
資料）気象庁（長野観測所） 

 
資料）気象庁（長野観測所） 

 

 

 

 

図 ２－４ 年間降水量及び日平均気温の推移 

図２－５ 長野市内の冬日、夏日等の出現状況 

図２－３ 産業（大分類）別従業者数の推移 

【図表】気温・降水量・降雪量の推移 
【図表】冬日、夏日の出現状況  
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３ 長野市の環境の現況 

 

（１）廃棄物の現況 

   ごみ処理の状況 

   ≪ごみ総量≫ 

ごみ総量とは、家庭ごみ、事業系ごみ及び集団回収量を合計したもので、本市で発生した一般廃

棄物（生活排水に関するものを除く）の総量を表します。 

    ごみ総量と市民一人一日当たりの排出量は、平成 15 年度をピークに減少傾向にあります。 

 

※市民一人一日当たりのごみ排出量は、各年 10 月１日現在の人口（長野県毎月人口移動調査結果）により算出 

 資料）長野市生活環境課 

 

 

≪家庭ごみ量≫ 

家庭ごみ量とは、ごみ集積所に排出されたごみを委託または直営で回収した量を集計したもの

です（次のグラフは、その集計に集団回収を加えています）。 

家庭ごみ量は、より一層のごみの減量を図るため、平成 21 年 10 月１日に開始した可燃・不燃ご

み処理手数料の有料化により、平成 22 年度以降減少しています。ただし、令和２年度は、新型コロ

ナウイルスの影響により、増加しました。 

 

   

 

図２－６ ごみ総量と市民一人当たりの排出量の推移 
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※市民一人一日当たりのごみ排出量は、各年 10 月１日現在の人口（長野県毎月人口移動調査結果）により算出 

資料）長野市生活環境課 

 

 

 

 ≪事業系ごみ量≫ 

事業系ごみ量とは、事業ごみと家庭から一時的に大量に発生しごみ集積所に出せないごみで、な

がの環境エネルギーセンター及び資源再生センターに直接搬入されたものを集計したものです。 

事業系ごみは、そのほとんどが可燃ゴミです。近年の排出量は横ばいで、平成 22 年度まで減少 

し、その後増加傾向に転じていません。ただし、令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により、大幅

に減少しました。 

 

 

資料）長野市生活環境課 

   

 

 

図２－７ 家庭ごみ量と市民一人一日当たりの排出量の推移（集団回収含む） 

図 ２－８ 事業系ごみ排出量の推移 
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≪家庭系食品ロス量≫ 

家庭系食品ロス量は、平成 12 年度と比べて令和２年度は、市民一人一日当たりでは、8.7ｇ削減され

ていると推計できます。 

 

 

※家庭系食品ロス量は、各年 10 月１日現在の人口（長野県毎月人口移動調査結果）により算出 

※平成 12～令和２年度の家庭系食品ロス量及び一人一日当たりの食品ロス量は、各年度の家庭系可燃ごみ量に 

平成 28～令和元年度の組成割合（9.6％）を乗じて算出、推計 

 
 
 

産業廃棄物の処理状況  

市内の産業廃棄物は、横ばいの状況にあります。 

 

     図２－10 産業廃棄物の種類別収集運搬実績 

図 ２－９ 長野市の家庭系食品ロス量推計値 

資料）長野市生活環境課 

資料）令和３年度版環境白書（長野市環境部） 
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（２）生活環境の現況 

大気汚染  

二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質＊及び微小粒子状物質＊は、環境基準＊

を達成しています。光化学オキシダント＊のみ環境基準を未達成であり、特に春先から夏季までにその

傾向が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車交通騒音 

道路沿線の住居等の約 99.4％で昼夜ともに環境基準＊を達成しています。 

新幹線鉄道騒音・振動調査 

令和２年度の調査では、１地点で新幹線鉄道騒音に係る環境基準を超過したことから、東日本旅

客鉄道株式会社 ＪＲ東日本等に騒音対策の推進に関する要望書を提出しました。なお、振動に関

しては、全ての地点で指針値を達成しています。 

河川水質  

主要な河川である千曲川、犀川、裾花川及び鳥居川の BOD＊は、環境基準（Ａ類型）＊を達成し

ています。 

 

 

池沼水質  

大座法師池では、COD＊が環境基準を超えているものの、横ばいの傾向にあり、その他のかんが

い池についても、横ばいの傾向にあります。 

図２－11 月別光化学オキシダントの環境基準超過時間数と日数 

図２－12 裾花川における BOD の測定結果 

資料）令和３年度版環境白書（長野市環境部） 

資料）令和３年度版環境白書（長野市環境部） 
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公共下水道  

長野市の汚水処理人口普及率は 97.8％（令和２年度末）となっています。 

公害等に関する苦情等 

公害苦情の受付件数は、164 件であり、その内の約４割を大気汚染（ばい煙）が占め、以下、騒音、

悪臭と続きます。公害苦情の他に、空き地の管理に関するものが、33 件ありました。 

不法投棄の状況  

市内において27.0トンの不法投棄廃棄物（テレビや冷蔵庫、タイヤ、消火器、バッテリーなど）を回

収しました。 

 

（３）自然環境の現況 

河 川  

長野市内を大小多数の河川が流れており、主要な河川としては、千曲川、犀川、裾花川及び鳥

居川が流れています。 

 

 

 

 

湧水、地形・地質  

「大切にしたい長野市の自然」改訂版（平成 25 年 3 月刊行）において、湧水 50 か所及び地形・

地質 39 か所を選出しています。 

動物・植物  

「大切にしたい長野市の自然」改訂版（平成 25 年 3 月刊行）において、哺乳類 16 種、鳥類 68 種、

爬虫類・両生類・魚類 37 種、昆虫類・クモ類 91 種、甲殻類・貝類・渦虫類 27 種並びに植物 99 種を

選出しています。 

 

 

 

楠川
浅川

千
曲
川

蛭川

鳥居川

裾花川

犀川

南八幡川

保科川

楠川
浅川

千
曲
川

蛭川

鳥居川

裾花川

犀川

南八幡川

保科川

図２－13 長野市内の主要な河川 
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自然環境保全の地域  

市内では、下表の 8 地域が指定されています。なお、戸隠地区及び大岡地区については、合併

に伴う経過措置が適用されています。 

 

長野市内の自然環境保全の地域 
根拠法令 指定地域 

自然公園法 ◎ 妙高戸隠連山国立公園＊ 
◎ 聖山高原県立自然公園 

長野県自然環
境保全条例 

自然環境保全地域 ◎ 逆谷地湿原 
郷土環境保全地域 ◎ 旭山（市街地周辺の森林） 

◎ 川柳将軍塚（郷土的・歴史的地域） 
長野市自然環境保全条例 
（戸隠村自然環境保全条例） 
（大岡村観光開発基本条例） 

◎ 飯綱高原 
◎ 戸隠地区全域 
◎ 大岡地区全域 

             
鳥獣保護区 

市内では、６か所 12,413ha が指定されています。 

都市のみどり  

街路樹は、約 300,000 本（高木・中木：64 種 約 13,000 本、低木：58 種 約 285,000 本）が植栽

され、都市公園は、206 か所 292.48ha が整備されています（令和３年４月１日現在）。 

農地  

耕地面積 8,010ha のうち、田耕地面積が 2,260ha、畑耕地面積が 5750ha となっています（農林水

産省関係市町村統計 令和２年）。 

 

森 林 市域全体で約 53,000ha の森林が存在し、21％が国有林、79％が民有林（私有

林：67％、県有林 3％、市有林 7％他）となっています。また、民有林に占める人工林の割

合は約 44％にのぼり、主要な樹種としては、スギ、カラマツ、アカマツとなっています。 

 

  

資料）長野市森林整備課調べ 

スギ, 9400 

カラマツ, 7461 

アカマツ, 2721 

ヒノキ, 416 

サワラ, 2 
その他針葉樹, 57 

未立木地等, 1437 

その他広葉樹, 
17447 

ナラ類, 1485 
クヌギ, 540 ブナ, 506 

樹種別面積（ha）

図２－14 長野市内の民有林の樹種構成 

【図表】森林の樹種構成について 
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４ 市民の環境に対する意識 

 本計画を策定するにあたり、市民の皆様のご意見を反映すべく、環境に関するアンケートを実施しまし

た。 

 

（１）アンケートの実施概要 

実施期間 令和２年８月 27 日から９月 10 日まで 

調査対象 市内在住の 18 歳以上の男女 

回収状況 3,144 サンプル（62.9％） 

回答者の属性 

≪年齢構成≫ 

70 歳代以上：29.8％、60 歳代：18.6％、50

歳代：17.3％ 

≪職業≫ 

無職：19.5％、パート・アルバイト：15.9％、

専業主婦・主夫：14.0％ 

 

（２）結果概要 

長野市の環境に対する満足度 

・「満足」「ほぼ満足」を合わせると、全項目が５割を超えています。 

・「空気のさわやかさ」が 77.0％と最も高く、次いで「ごみの散乱がない清潔さ」（67.3％）、「鳥・昆虫・

緑などの身近な自然」（66.5％）となっています。 

・平成 27 年度と令和２年度を比べると、「空気のさわやかさ」の満足度はほぼ横ばいですが、他の全

ての項目で満足度が高まっています。特に高くなったのは、「市街地や住宅地の景観」「ごみの散

乱がない清潔さ」「鳥・昆虫・緑などの身近な自然」などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－15 回答者の構成 

年代 

2.9 

図２－16 環境に対する満足度 
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地球温暖化対策への取組状況 

・「既に取り組んでいる」が 51.9％で約半数を占め、平成 27 年度と比べて 16.8 ポイントと大きく増加し 

ています。 

・「取り組んでみたいが、何をして良いか分からない」は 31.5％から 25.3％へ、「重要性は認識している

が、手間やコストがかかるため、取り組むことが出来ない」は 19.8％から 11.2％へとなっており、どちら

も前回より改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－18 地球温暖化対策への取り組みの推移 

図２－17 環境に対する満足度の経年変化 

満
足
＋
ほ
ぼ
満
足
の
割
合
（％
） 



14 
 

今後重要と考える取組 

・「温暖化によるさまざまな影響は避けられないので、それに備えた防災や健康リスク対策等を進め

る」の気候変動への取組が 28.4％と最も多い回答となっています。 

・次いで、「省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による地球温暖化対策を進

める」の地球温暖化対策への取組が 27.8％となっています。 

・上位２項目は、全体、性別、年代別においてもほぼ同一ですが、年代が下がるにつれてより多く選

択される傾向にあり、特に「10 歳代」では地球温暖化対策への取組が 35.3％に達しています。 

・生物多様性の保全への取組については、全体では 5.8％ですが、10 歳代では 15.7％、30 歳代で

は 10.6％と若い年代の方が高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－19 市民が今後重要と考える取組 
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第３章 望ましい環境像と基本目標  

１ 望ましい環境像 

 望ましい環境像については、第二次長野市環境基本計画後期計画の５つの環境像を基本的に踏襲し

つつ、令和元年東日本台風による甚大な被害を経験し、気候変動に対する市民の意識の高まりを受けて、

「脱炭素社会の構築」を柱とします。また、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の達成に向けた取組を推進

し、豊かな自然環境を未来ある次世代に引き継ぐとともに、持続可能な社会を築いていくことを目指し、次

のとおり定めます。 

人と自然が共生し 未来につなぐ 脱炭素のまち「ながの」 

脱炭素に向け 共に育み 未来につなぐ 持続可能なまち「ながの」 
 

２ 基本目標 

望ましい環境像を実現するために、５つの基本目標を定め、施策・取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 
 
脱炭素社会の構築 

基本目標５ 
 
協働と学びの推進 

基本目標２ 
 
循環型社会の実現 

基本目標４ 
 
良好で快適な環境

の保全と創造 

基本目標３ 
 
豊かな自然環境の

保全 

人と自然が共生し 

未来につなぐ 

脱炭素のまち 

「ながの」 
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基本目標１  脱炭素社会の構築                             

 地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「脱炭素社会」の構築を目指し、

エネルギー施策をはじめとする地球温暖化防止のための「緩和策」に取り組むとともに、気候変動の影響

を回避・軽減するための「適応策」を推進します。 

 

基本目標２  循環型社会の実現                             

大量生産・大量消費型の社会経済構造から、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低

減される社会へ転換を図るため、これまでの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）に「転換（リプレイス）」を

加え取組を推進し、将来にわたって持続的な活動が行われる循環型社会の実現を目指します。 

 

基本目標３  豊かな自然環境の保全                          

 豊かな自然を未来へつなげていくため、森林や農地などのみどりや水辺の保全を進め、生物多様性を

確保するとともに外来生物への対策を行い、人と生きものが共存する豊かな自然環境を目指します。 

 

基本目標４  良好で快適な環境の保全と創造                     

 産業型及び生活型公害を防止し、清らかな空気や水、清潔で美しいまちなみを実現することにより、良

好で快適な生活環境の確保を目指します。 

 

基本目標５  協働と学びの推進                             

 多様な主体による連携・協働を図り、環境保全活動の環の拡がりを目指します。また、市民の環境問題

への関心・理解を深めるため、学びの機会を提供し、その学びが環境を守り、育む行動へとつながる社会

を目指します。 
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３ 施策の体系 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

環境像 基本目標 施策テーマ 
関連する
SDGｓ 
のゴール 

人
と
自
然
が
共
生
し 

未
来
に
つ
な
ぐ 

脱
炭
素
の
ま
ち
「
な
が
の
」 

基本目標１ 
脱炭素社会の構築 
【長野市地球温暖化対

策地域推進計画】 
【長野市気候変動適応

計画】 

基本目標２ 
循環型社会の実現 

基本目標３ 
豊かな自然環境の 
保全 
【長野市生物多様性戦略】 

基本目標４ 
良好で快適な環境の

保全と創造 

基本目標５ 
協働と学びの推進 

1-1 再生可能エネルギーの利活用

と地産地消 

1-2 バイオマス資源の有効活用 

1-3 省エネルギーの推進 

1-4 脱炭素型の地域づくりの推進 

1-5 森林による CO2 吸収の促進 

1-6 気候変動への適応 

2-1 ４R の推進 

2-2 廃棄物の適正処理 

2-3 プラスチックスマートの推進 

3-1 生物多様性の確保 

3-2 森林・農地の保全と活用 

3-3 身近な緑の保全と創出 

3-4 良好な水辺の保全と創出 

4-1 環境汚染対策 

4-2 身近な生活環境の保全 

4-3 美しいまちなみの保全と創出 

5-1 協働の推進 

5-2 学びの推進 
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第４章 施策の展開 
 
 

１ 基本目標１ 脱炭素社会の構築  

  
 
  
 
 
 
1-1 地球温暖化の影響 
 地球温暖化により気温が上昇すると、海面上昇による陸地の減少のみならず、豪雨や干ばつな

どの異常気象の増加、砂漠化の進行、生態系の異変など、自然環境に大きな影響が及びます。ま

た、農業や水資源への影響による食糧危機、マラリアなどの伝染病や感染症の流行など、人間の

生活環境にも様々な影響が及ぶことが懸念されています。 
 我が国においても、気温上昇やゲリラ豪雨などの増加、自然災害の増加、農産物の品質低下、

熱中症患者の増加などが予想されており、社会的・経済的な影響が予測されています。 
 そのため、気候変動リスクを低減し管理するための手段として、地球温暖化を緩和（温室効果

ガス排出量の削減）する対策とともに、その緩和策を講じたとしても一定程度の気温上昇が見込

まれることから、もはや避けられない温暖化による影響を、なるべく回避する、悪影響に備える

など、地球温暖化に適応するための対策が大変重要となっています。 
 
1-2 地球温暖化対策をめぐる動向 
 ■国内外の主な動向（年表） 

年 月 項 目 （国際、国内） 

1992(H4) ５ 「気候変動枠組条約」の採択 

1994(H6) ３ 「気候変動枠組条約」が発効 

1997(H9) 12 
国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP３）において、「京都議定書*」

※を採択（基準年＝1990 年） 

1998(H10) 10 「地球温暖化対策の推進に関する法律」（地球温暖化対策推進法）の公布 

1999(H11) ４ 「地球温暖化対策推進法」の施行 

2005(H17) 
２ 「京都議定書」が発効 

４ 「京都議定書目標達成計画」の制定 

2006(H18) ４ 
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の開始（地球温暖化対策推進法第

26 条） 

2008(H20) 

３ 
地球温暖化対策推進法改正※第 21 条の３(特例市以上、実行計画策定が義務
化) 

７ 
「気候変動枠組条約」の締約国間で 2050 年までの世界全体の温出効果ガス削
減目標(△50％以上)を共有 ※先進国：1990 年比△80％目標 

2011(H23) ３ 東日本大震災発生 

2012(H24) 
７ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入開始      【６】 

12 京都議定書第一約束期間終了 

【長野市地球温暖化対策地域推進計画】施策テーマ 1-1～1-5 
【長 野 市 気 候 変 動 適 応 計 画】施策テーマ 1-6 

関連する 
SDGs 
のゴール 
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2013(H25) 11 
国連気候変動枠組条約第 19 回締約国会議（COP19）において、2020 年までの
日本の排出量を 2005 年度比で 3.8％削減する新目標を表明 

2014（H26） 10 IPCC*第 5 次評価報告書公表                【２】 

2015（H27） 

７ 
日本の約束草案を国連に提出（2030 年度に日本の排出量を 2013 年度比で 26%

削減する目標） 

8 農林水産省「気候変動適応計画」を策定 

9 
国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択 
                                                        【３】 

11 
政府「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定            【５】 

国土交通省「気候変動適応計画」を策定 

12 
国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(COP21)において「パリ協定」採択 

                                                        【１】 

2016（H28） 

４ 電力小売全面自由化                                      【７】 

５ 
「地球温暖化対策計画」を閣議決定                         【４】 

「地球温暖化対策推進法」の改正 

11 
「パリ協定」が発効 
日本が「パリ協定」を批准 

2017（H29） ４ 都市ガス小売全面自由化 

2018（H30） 

１ 「タラノア対話」の開始                                   【８】 

４ 「第五次環境基本計画」の閣議決定 

６ 「気候変動適応法」の公布 

2018（H30） 
10 IPCC1.5℃特別報告書の公表                     【９】 

11 政府「気候変動適応計画」の閣議決定            【10】 

2019（H31、

R1） 
６ 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定  【11】 

2020（R2） 10 首相が「2050 年カーボンニュートラルの実現」を表明     【12】 

2021（R3） 
３ 

「地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定 
                             【13】 

８ IPCC 第６次評価報告書第１作業部会報告書の公表       【14】 

※2008年から2012年までの期間中に先進国の温室効果ガス排出量を1990年に比べて５％削減（日
本は６％削減を目標）。 

 
 【１】「パリ協定」について   
   2015（H27）年 11 月 30 日から 12 月 13 日にかけてフランスのパリで開催された、国連気

候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）において、2020（H32）年以降の地球温暖化

対策に関する新たな国際的枠組の採択を目指した交渉が行われ、発展途上国を含むすべての

締約国が参加する「パリ協定」が採択されました。 
   このパリ協定は 2016（H28）年 11 月４日に発効しました。 
 【パリ協定の要点】 
  ・気候変動枠組条約締約の全 196 カ国・地域が参加 
  ・途上国を含むすべての参加国が温室効果ガスの削減に取り組み、その内容を報告する 
  ・産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑えることを目標とし、1.5℃までに抑えるよう努

力する 
  ・21 世紀後半までに排出量を実質ゼロとする（排出量と吸収量の収支を均衡させる） 
  ・削減目標値を５年ごとに見直す 
  ・2023（H35）年から５年ごとに世界全体の進捗状況を把握する仕組みをつくる 
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 【２】気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）と第５次評価報告書（ＡＲ５）について   
   ＩＰＣＣは、世界中の科学者による気候変動の原因や影響等の論文について、検討し評価

する国際機関です。ＩＰＣＣは政策的な判断を行いませんが、公表された報告書は各国の政

策決定の参考にされます。2013（H25）年から 2014（H26）年にかけて、第５次評価報告書

（ＡＲ５）の作成を行い、2014（H26）年 10 月に統合報告書を公表しました。 
 【報告書から一部抜粋】 
  ・気候システムの温暖化については疑う余地がなく、1950 年代以降に観測された変化の多く

は、数十年から数千年にわたって前例がないものである。大気と海洋は温暖化し、雪氷の

量は減少し、海面水位が上昇し、温室効果ガス濃度は増加している。 
  ・大気中の二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）濃度は、過去80万年

間で前例のない水準まで増加している。CO2濃度は、化石燃料による排出や正味の土地利

用の変化により、工業化以前より40％増加した。 

 【３】国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について   
   2015（H27）年 9 月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

が採択されました。これは、貧困を撲滅し、持続可能な環境・経済・社会の実現を目指する

ための 2016（H28）年から 2030（H27）年までの国際目標であり、すべての国が目標の達

成に向けて取り組みます。17 の目標（ＳＤＧｓ）を掲げており、これには「気候変動への対

処」などの環境に関する 12 の目標を含みます。 

 【４】国の「地球温暖化対策計画」について   
   国の「地球温暖化対策計画」は、「日本の約束草案」で示した 2030（H42）年度に 2013（H25）

年度比で 26％削減する目標を中期目標と定め、その確実な達成のための取組を示すとともに、

長期的目標である「2050（H62）年度までに 80％の削減」を見据えて戦略的取組を実施する

ことを目指すものです。特に業務部門・家庭部門からの温室効果ガス排出についてはそれぞ

れ４割の大幅削減を前提としており、地球温暖化への危機意識を共有し、地球温暖化対策の

ための国民運動を強化するとしています。 

 【５】「気候変動適応計画」について   
   2015（H27）年８月に農林水産省、11 月に政府と国土交通省がそれぞれ策定した、適応策

の基本的考え方や施策をとりまとめた計画です。 
   政府の「気候変動の影響への適応計画」では、温暖化の影響による被害を回避するために、

「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、

「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」の 7 分野について施策の基本的方向を示すとと

もに、地域での適応を推進するとしています。 

 【６】再生可能エネルギー電力の買取制度と普及の状況   

   再生可能エネルギーによる電力の買取に関する制度については、2003（H15）年４月施行の

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（ＲＰＳ法）により、電力事

業者に対し、新エネルギー（風力、太陽光、地熱、水力、バイオマス）による電力を、発電
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や電力購入により一定割合以上利用することが義務付けされ、これにより 2009（H21）年度

までに、再生可能エネルギーによる電力供給量は倍増することとなりました。 

   2009（H21）年 11 月には太陽光発電*による電力のうち自家消費されない余剰分を 10年間、

電力会社が買い取る「太陽光発電の余剰電力買取制度」が開始されました。 

   さらに、2012（H24）年７月からは「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、再

生可能エネルギーの発電事業者に対して全量売電の場合を含め、固定価格での長期買取を法

律で保証することにより、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー電力の普及を飛躍的に伸

ばすこととなりました。   

   一方、太陽光発電は設備コストの低廉化にあわせ、固定価格の引き下げが段階的に行われ、

太陽光発電に係る発電設備の認定件数・稼動件数の伸びは鈍化してきています。 

   また、2017（H29）年４月からは、発電設備の認定を受けながら稼動に至らない案件の発生

を踏まえ、事業の実施可能性を確認した上で設備認定を行うことや、適切な事業実施の確保、

コスト効率的な導入を制度化した、固定価格買取制度の一部改正が施行されました。 

 【７】電力小売の全面自由化   

   電力システム改革の一環として、2000（H12）年３月に特別高圧（2,000kW 以上）の大規模

需要家への電力小売りが自由化されて以降、電力小売りの自由化が段階的に行われてきまし

た。2016（H28）年４月からは、一般家庭を含む電力小売の全面自由化が行われました。この

ことにより、様々な事業者が電気の小売市場へ参入してくることにより、多様な電気料金プ

ランやサービスが提供され、利用者の選択が広がることや、市場の競争原理が働くことによ

る電気料金の引き下げが期待されています。 

 

【８】タラノア対話について 

  気候変動対策の国際枠組みであるパリ協定では、「世界全体の平均気温の上昇を２℃より十

分に低く抑える」いわゆる２℃目標が設定されています。タラノア対話は、この２℃目標を

達成するために、世界全体の温室効果ガス排出削減の取組状況を確認し、目標達成に向けた

取組意欲の向上を目指すもので、2018 年１月から 12 月の COP24 までの１年間を通じて実施

されました。2015 年の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で、タラノア対話の実

施、2017 年の COP23 で、その実施プロセスが決定されました。 

 

【９】ＩＰＣＣ１．５℃特別報告書の公表  

   COP21 における国連気候変動枠組条約（UNFCCC）からの要請に基づき、IPCC が作成した、

気候変動への脅威への世界的な対応の強化と、持続可能な発展及び貧困撲滅の文脈の中で、

1.5℃の気温上昇に係る影響、リスク及びそれに対する適応、関連する排出経路、温室効果ガ

スの削減等に関する特別報告書です。 

【報告書から一部抜粋】 
  ・人為活動は、工業化以前の水準よりも約 1℃（可能性の幅は 0.8℃から 1.2℃）温暖化させ

たと推定される。地球温暖化は、現在の度合いで続けば、2030 年から 2052 年の間に 1.5℃
に達する可能性が高い。 
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  ・陸域では、種の喪失及び絶滅を含む、生物多様性及び生態系に対する影響は、２℃よりも

1.5℃の地球温暖化の方が低いと予測される。 
  ・健康、生計、食糧安全保障、水供給、人間の安全保障、及び経済成長に対する気候関連の

リスクは、1.5℃の地球温暖化において増加し、２℃においてはさらに増加すると予測され

ている。 
 
 【10】気候変動適応計画（H30） 
   平成 27 年に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」に替わり、気候変動適応法第

７条に基づき、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定され

ました。気候変動の影響による被害を防止・軽減するため、各主体の役割や、あらゆる施策

に適応を組み込むなど、７つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適応に関する取組を網

羅的に示しています。 

 
 【11】「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」について 
   最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期

に実現することを目指すとともに、2050 年までに 80％の削減に大胆に取り組むという、パ

リ協定に基づく長期戦略を示しました。 
 
 【12】2050 年カーボンニュートラル宣言 
   令和２年 10 月 26 日に行われた第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説にお

いて、日本は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、脱炭素社会の実

現を目指すことを宣言しました。 
 
 【13】「地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案」について 

   2050 年カーボンニュートラル宣言や、パリ協定に定める目標などを踏まえ、2050 年までの

カーボンニュートラルの実現が明記されました。地方創生につながる再生可能エネルギーの

導入を促進するため、地方自治体が策定する地方公共団体実行計画において、地域の脱炭素

化や課題解決に貢献する事業の認定制度を創設、関係法律の手続きのワンストップ化を可能

とする等、円滑な合意形成を図ることとされました。また、温室効果ガスの排出量を報告、

公表する制度において、デジタル化を進め、それらの情報をオープンデータ化し、公表まで

の期間を１年未満にすることも盛り込まれました。 

 

 【14】IPCC 第６次評価報告書第１作業部会報告書の公表 

   IPCC は、2021 年８月に、第６次評価報告書（AR６）の自然科学根拠を扱う第１作業部会

（WG１）の報告書を公表しました。気温上昇が 1.5℃に到達する時期について、2018 年に

公表された IPCC1.5℃特別報告書で予測した時期よりも早まる可能性が示されました。 

 【報告書から一部抜粋】 
  ・現在の気候の状態は、ここ何世紀から何千年の間に前例が無かったもので、人間の影響が

大気、海、陸域を温暖化させたことを疑う余地はない。 
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  ・熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠、

及び、特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は、AR5以降強化

されている。 
  ・1850～1900年の平均と比べて今後の気温上昇が1.5℃であると10年に１度起こるような干

ばつの頻度が２倍、豪雨の発生は1.5倍になる。上昇幅が２度になると、それぞれ2.4倍、

1.8倍になる。 
 
■世界の動向 

ＥＵは、温室効果ガス排出量を 2030 年（令和 12 年）までに 1990 年（平成２年）に比べ 55％
減少させ、2050 年（令和 32 年）までに実質ゼロにする目標を掲げています。世界で最も多く温

室効果ガスを排出している中国は、2060 年（令和 42 年）までに実質ゼロにすることを表明して

います。また、中国に次いで温室効果ガスの排出国である米国でも、一度はパリ協定から離脱し

たものの、政権移行に伴いパリ協定への復帰により、2035 年（令和 17 年）の電力脱炭素の達成、

2050 年のカーボンニュートラルを目指すなど脱炭素化に積極的な姿勢を見せています。 
 
■国の動向 

国では、2016年（平成28年）５月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、温室効果ガス総排

出量を2013年度（平成25年度）と比べて、2030年度（令和12年度）に26％、2050年度（令和32年

度）に80％それぞれ削減する目標を掲げ、2018年（平成30年）12月には「気候変動適応法」を施

行し、我が国における適応策の法的位置づけを明確化しました。2019年（令和元年）６月には「パ

リ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、今世紀後半のできるだけ早期に脱炭

素社会の実現を目指す方針を明記しました。2020年（令和２年）10月には、菅内閣総理大臣が所

信表明において、2050年（令和32年）までのカーボンニュートラル実現を目指すことを表明しま

した。また、同年11月には、衆参両院において相次いで気候非常事態宣言が決議され、脱炭素社

会の実現に向けて国を挙げて取り組む意思が明確に示されました。 

2021 年５月には、2050 年カーボンニュートラル実現を前提とした、地球温暖化対策推進法が

改正され、地球温暖化対策計画の見直しが図られています。 
 
■県の動向 

長野県では、2019年（令和元年）12月６日に「気候非常事態宣言」を行い、2050ゼロカーボン

を実現するため、県民一丸となり、徹底的な省エネルギーと再生可能エネルギーの普及拡大を推

進し、エネルギー自立分散型で災害に強い地域づくりを進めていく決意を表明しました。また、

気候非常事態宣言の理念を具現化するため、2020年（令和２年）４月１日には「長野県気候危機

突破方針」を公表し、2050ゼロカーボンの実現に向け、最終エネルギー消費量の７割削減、再生

可能エネルギー生産量の３倍以上への拡大などの具体的な数値目標を掲げました。 

2050 ゼロカーボンの達成と持続可能な脱炭素社会の実現を目指し、中間目標となる 2030 年度

までを計画期間として取組を推進するため、令和３年６月に第四次となる「長野県ゼロカーボン

戦略～2050 ゼロカーボン実現を目指した 2030 年度までのアクション～」を策定し、地球温暖化

対策に取り組んでいます。 
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1-3 長野市の現状と課題 
■現状 
 本市の温室効果ガス排出量は、直近の 2017 年度（平成 29 年度）において 2,217 千 t-CO2 とな

り、2005 年度（平成 17 年度）と比べ約 6.7％減少しています。全体に占める各部門の排出量の

割合は、業務部門（サービス業・店舗・病院など）で約 34.8％と最も多く、続いて家庭部門 23.2％、

運輸部門 20.3％となっています。 
 
 
 
 
 
■課題 

地球温暖化による市民生活等への影響が顕在化する中、2050年までに二酸化炭素排出量を実質

ゼロとする取組が強く求められています。気候変動の緩和策としては、温室効果ガスの排出削減

のため、再生可能エネルギーの普及拡大やエネルギー消費の効率化などの推進が求められており、

特に本市としては、再生可能エネルギーの中で比較的取り組みやすい太陽光によるエネルギー活

用を推進するとともに、併せて森林資源が豊富な地域特性を活かした地域固有の木質バイオマス

エネルギーの活用を促進する必要があります。また、2050ゼロカーボン実現に向け、二酸化炭素

の吸収源となる森林の適切な管理と利活用によって、森林吸収量の維持・増加を図る必要があり

ます。 

一方、緩和策を最大限講じたとしても一定程度進行する気候変動により、農業、自然災害、健

康など各分野に影響が及ぶことが予測されることからも、適応策として、影響軽減や早期警戒に

関する教育や啓発などの対策の重要性が高まっています。 

 
【2050 ゼロカーボン達成へのシナリオ】 
 長野県が示す「2050 ゼロカーボン達成へのシナリオ」を踏まえ、長野市における 2050 ゼロカ

ーボンを達成するために、市内で消費するエネルギーを最大限削減し、併せて再生可能エネルギ

ーを拡大することにより、排出される二酸化炭素を森林吸収量以下にすることで、実質的なゼロ

カーボンを実現することができます。 
 ①各部門における最終エネルギー消費の削減 
  ・各分野において最大限の削減施策を講じ、全体で最終エネルギーを約７割削減 

2005 年（平成 17 年度）比：70％削減 26,768TJ ⇒ 7,905TJ 
 ②再生可能エネルギー生産量の拡大 
  ・太陽光をはじめとする豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを活用し、全体で再生可

能エネルギーを６倍以上に拡大 
2005 年（平成 17 年度）比：６倍  1,381TJ ⇒ 8,248TJ 

 ③二酸化炭素排出量の実質ゼロ 
  ・①及び②の実現により、最終エネルギー消費量（7,905TJ）に対し、再生可能エネルギー

（8,248TJ）が上回るため、理論的には化石燃料に頼ることなくエネルギーの自立が可能

図表 
〇長野市域の温室効果ガス排出量の推移 
〇部門別温室効果ガス排出量 
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となります。 
・現実的には、再生可能エネルギーへの転換が難しく、化石燃料によるエネルギー消費が考

えられるため、どうしても残る排出量（12.65 万 t-CO2）については、森林吸収（13.47 万

t-CO2）により実質的なゼロカーボンを実現することが可能です。 
 
 
 
 
1-4 2026 年に目指す姿 

令和 32（2050）年における脱炭素社会の構築に向け、二酸化炭素排出量を実質ゼロに向け意欲

的に取り組んでいます。 
 再生可能エネルギーの利用や省エネルギー行動により、エネルギー消費の抑制や豊かで快適な

生活の両立が図られつつあります。 
 
1-5 温室効果ガス削減目標等 
 目標として、本計画の改定時期にあたる 2026 年（令和８年度）を短期とし、中期 2030 年（令

和 12 年度）、長期 2050 年（令和 32 年度）とし、中長期的な目標値を合せて定めます。 
 また、ゼロカーボンの実現に向け、2050 年の温室効果ガスを実質ゼロにするためには、最終エ

ネルギー消費量の削減、再生可能エネルギー生産量の拡大が必要不可欠なため、目標値を定めま

す。 
 
【温室効果ガス排出量】 
  ◇基準年 2005（Ｈ17）年度 2,377,722t-CO2 
  ◇目標年 [短期目標] 2026（R8）年度 基準年から 34％削減 
             ⇒ 1,571,200t-CO2（削減量：806,522t-CO2） 
       [中期目標] 2030（R12）年度 基準年から 46％削減 
             ⇒ 1,283,970t-CO2（削減量：1,093,752t-CO2） 
       [長期目標] 2050（R32）年度 基準年から 95％削減 
             ⇒ 126,480t-CO2（削減量：2,251,242t-CO2） 
 
【最終エネルギー消費量】 
  ◇基準年 2005（平成 17 年度）年度 26,768ＴＪ 
  ◇目標年 [短期目標] 2026（R8）年度 基準年から 24％削減 
             ⇒ 20,441ＴＪ    （削減量：6,327ＴＪ） 
       [中期目標] 2030（R12）年度 基準年から 30％削減 
             ⇒ 18,610ＴＪ    （削減量：8,158ＴＪ） 
       [長期目標] 2050（R32）年度 基準年から 70％削減 
             ⇒ 7,905ＴＪ     （削減量：18,863ＴＪ） 
 

図表 
〇長野市における 2050 ゼロカーボンシナリオ 
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 【再生可能エネルギー生産量】 
  ◇基準年 2005（平成 17 年度）年度 1,381ＴＪ 
  ◇目標年 [短期目標] 2026（R8）年度 基準年から 2.7 倍 
             ⇒ 3,662ＴＪ     （増量：2,281ＴＪ） 
       [中期目標] 2030（R12）年度 基準年から 3.2 倍 
             ⇒ 4,427ＴＪ     （増量：3,046ＴＪ） 
       [長期目標] 2050（R32）年度 基準年から 6.0 倍 
             ⇒ 8,248ＴＪ     （増加：6,867ＴＪ） 
 
●2030 年の重点目標 
 【産業部門】 

①2050 年の姿  企業として、サプライチェーンで選ばれ続け、自らゼロカーボンを達成 

②2030 年目標  エネルギー消費量を年 1.5％削減以上、再生可能エネルギー導入等によるＥ

ＳＧ投資呼び込む、イノベーションを生む新技術を創出 

③主な施策   〇省エネ機器・設備の導入、普及促進 

        ・スマートハウス化応援隊事業 

        〇バイオマス利活用の推進 

 
 【業務・家庭部門】 

①2050 年の姿  新築住宅の高断熱・高気密化、既存住宅は省エネルギー基準を上回る性能へ

リフォーム、業務用ビルをＺＥＢ化 

②2030 年目標  全ての新築建築物のＺＥＨ・ＺＥＢ化を実現 

③主な施策   〇新築建築物のＺＥＨ・ＺＥＢ化の普及啓発 

         ・スマートハウス化応援隊事業 

         〇既存建築物の省エネ改修の促進 

         ・太陽光屋根貸し事業 ・事業所エコサークル表彰制度 

         ・デマンド監視装置導入事業  

         〇太陽光・太陽熱システムの導入、普及促進 

         〇省エネ機器・設備の導入、普及促進 

         ・スマートハウス化応援隊事業 ・低炭素電力共同購入促進事業 

 

 【運輸部門】 

①2050 年の姿  ＥＶ・ＦＣＶや脱炭素燃料を活用した自動車に転換 

②2030 年目標  自動車の 1 割はＥＶに転換、充電インフラの整備 

③主な施策   〇次世代自動車の普及促進 

         ・ＥＶ活用レジリエンス強化事業 

         〇多様な移動手段の確保（自転車利用の促進、公共交通機関の設備等） 
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 【再生可能エネルギー】 

①2050 年の姿  再生可能エネルギーを全体で６倍以上に拡大、エネルギー自立を確立 

②2030 年目標  2017 年比で電力を 2 倍以上、熱を 9 倍以上 

        

③主な施策   〇再生可能エネルギーの推進、普及促進 

         ・スマートハウス化応援隊事業 ・太陽光屋根貸し事業 

         ・太陽光初期費用ゼロモデル紹介事業 

         〇バイオマス利活用の推進（バイオマス産業都市構想の促進） 

         ・木質バイオマス発電所新設 ・メタン発酵発電所新設 

 
1-6 基本目標の達成状況を図るための指標 
 

指標 現状値 目標値 
温室効果ガス年間排出量 2,217,441t-CO2

（H29） 
1,571,200t-CO2 

 
1-7 施策の展開 
■施策テーマ 1-1 再生可能エネルギーの利活用と地産地消 

太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの活用は、温室効果ガスの排出を削減する上で重要

な役割を果たします。長野市においては、公共施設への積極的な導入や設備導入への支援など、

再生可能エネルギーの利活用に取り組んできました。 

今後、さらに導入拡大を図る取組を継続するとともに、緊急時の電源確保といった災害対策や、

地域振興にもつながる「地域のエネルギーを地域で活用する」取組を進めます。 
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管理指標 
指標 現状値 目標値 

再生可能エネルギーによる電力自給率 56.4% 70% 
太陽光発電の設備容量（累計） 152,871kW 195,830kW 

 
＜市の取組（施策）＞  

施策 具体的な取組 担当課 
◆住宅及び事業所への

再生可能エネルギー

導入促進 

・エネルギー消費の最も多い電力について、再生可能エ

ネルギーによる低炭素電力への切替えを推進します。 
・家庭への再生可能エネルギー導入促進のため、太陽光

をはじめとする再生可能エネルギー設備等の導入支援

について検討します。 
・事業所への再生可能エネルギー導入促進のための情報

提供や支援等について検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆公共施設への再生可

能エネルギーの導入

推進 

・公共施設においては、太陽光発電をはじめとする再生

可能エネルギーの積極的な導入を図ります。また、蓄

電池等と併せた導入によるレジリエンス強化について

検討します。 
・公共施設において使用する電力について、地産地消と

なる再生可能エネルギー等による低炭素電力への切替

えを推進します。 
・第三者所有モデルなどの家庭や事業者にも普及展開し

やすい手法による再生可能エネルギーの導入を推進し

ます。 
・地球温暖化対策と経済対策を一体的に推進することが

期待されている炭素クレジットの活用について検討し

ます。 

環境保全温

暖化対策課 
施設所管課 

◆再生可能エネルギー

の普及啓発の推進 
・化石燃料から太陽光をはじめとする再生可能エネルギ

ーによる低炭素燃料への転換を促進します。 
・太陽光をはじめとする再生可能エネルギーに関する情

報を提供し、長野市地球温暖化防止活動推進センター

等とともに、その普及や適正な導入に関する啓発を推

進します。 
・住宅の省エネルギー改修時に太陽光発電設備やＶ２Ｈ、

蓄電池の導入を併せて促すなど、新たな普及モデルに

ついて検討します。 
・太陽光発電、小水力発電、バイオマス発電など再生可

能エネルギーによる発電設備の設置に関する情報を提

環境保全温

暖化対策課 

◆主要施策 
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供し、普及促進の支援をします。 
再生可能エネルギーと 
地域の調和 

・野立ての太陽光発電や営農型太陽光発電などの設置に

対し、「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調

和に関する条例」を適切に運用するとともに、関係法

令の遵守、適切な対応を指導する等、地域環境と調和

した太陽光発電事業を促進します。 
・営農型太陽光発電については、導入事例における営農

状況・採算性を踏まえた荒廃農地等での活用を検討し

ます。 

環境保全温

暖化対策課 

◆地域新電力による地

域循環共生圏の実現 
・地域における再生可能エネルギーによる電力を地域等

に供給し、エネルギーの地産地消を図るとともに、収

益を地域の脱炭素事業等に再投資する地域主導の新電

力事業を検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 1-2 バイオマス資源の有効活用 
 長野市には、伐期を迎えた豊富な森林資源があり、適正な森林管理に基づく間伐を行うことで、

潜在的に大量の「未利用バイオマス資源」となる森林を保有しています。また、市の主要産業で

ある食品製造業、キノコ栽培業から発生する食品加工残渣・キノコ廃培地など「廃棄物系バイオ

・太陽光発電システムや太陽熱利用システムの導入など、身近な再生可能エネルギーを利用し、

脱炭素な暮らしを推進します。 
・市の再生可能エネルギー普及促進のイベント・プロジェクトに積極的に参加・協力します。 
・再生可能エネルギーの導入に合わせ、蓄電池やＶ２Ｈなどを活用し自家消費の推進、レジリ

エンス強化を図ります。 
・再生可能エネルギーによる電力を積極的に活用します。また、併せて地産地消を推進します。 

・太陽光発電システムや地中熱利用システムの導入など、身近な再生可能エネルギーを活用し、

脱炭素な事業活動を推進します。 
・市の再生可能エネルギー普及促進のイベント・プロジェクトに積極的に参加・協力します。 
・カーボンオフセットや排出量取引などの制度を積極的に活用し、自社が排出する温室効果ガ

スの削減や、自社の有する環境価値のクレジット化などに取り組みます。 
・再生可能エネルギーによる電力を積極的に活用します。また、併せて地産地消を推進します。 
・野立ての太陽光発電や営農型太陽光発電など、関係法令も遵守し、地域環境と調和した太陽

光発電事業を促進します。 
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マス資源」が存在することからも、それらバイオマス資源の有効活用と資源利用効率の向上に繋

がる取組を進めます。 
 
管理指標 

指標 現状値 目標値 
バイオマス発電量 算定中 84,501MWh 
バイオマス発電設備容量 10,973kW 13,663kW 
[参考]未利用バイオマス利用率 49% 55% 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆地域環境に配慮した

バイオマス資源の供

給体制の整備（川上

の支援） 

・間伐材・林地残材等の効率的な搬出作業システムの構

築を推進するともに、長野地域連携中枢都市圏内の市

町村とも連携を図り、バイオマス資源の利活用を推進

します。 
・新たな木質バイオマス利用地域モデル（局所利用）の

構築を目指します。 
・食品廃棄物等の効率的な収集方法及び活用方法を検討

します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆地域のバイオマス資

源の有効活用の推進

（川中の支援） 

・バイオマス資源のエネルギー化やたい肥化等、多様な

利活用を推進します。 
・バイオマス産業都市構想の事業化プロジェクトを推進

します。（木質バイオマス、きのこ廃培地、食品廃棄物

等の有効活用等） 
・廃棄物焼却施設等における熱エネルギーの発電を含め

た地域における有効活用を促進します。 
・推進協議会を活用して、事業化プロジェクトの進捗評

価、課題分析、対策の検討を行います。 
・長野地域連携中枢都市圏内の市町村とも連携を図り、

バイオマス資源の利活用を推進します。 
・バイオマス資源の将来的な活用方法として、高付加価

値な、アテリアル利用などを調査します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆バイオマス燃料やエ

ネルギー需要拡大

（川下の支援） 

・市民向けの啓発事業（バイオマスキャンペーン）を検

討・実施します。 
・推進協議会を活用してバイオマスエネルギーの利用促

進を図ります。 
・バイオマス燃料購入、ペレットストーブ等の機器導入

支援を検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆主要施策 
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・市内のバイオマス発電所の電力を市有施設で率先して

活用します。 
・市有施設への薪・ペレットボイラーやストーブの率先

導入を検討します。 
・地域資源、技術、資金を活用し、収益を還元する地域

主導の新電力による再生可能エネルギー事業を検討し

ます。 
 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 1-3 省エネルギーの推進 

長野市では、様々な省エネルギーに関する施策を展開し、市民や事業者の取組への支援、公共

施設における省エネの推進に取り組んでいます。しかし、市民の関心は高いものの、実際の省エ

ネ行動への取組にはつながりにくく、市域の温室効果ガス＊排出量の顕著な減少には至っていませ

ん。 

 市域では特に業務部門・家庭部門からの排出量が多いことから、今後は、事業所や家庭におい

て具体的な省エネ行動につながる取組を推進するとともに、交通機関やまちづくりにおいても、

エネルギー効率を改善していきます。 
 
 
 
 

・バイオマス資源（生ごみの堆肥化による自家利用、廃食用油の資源回収、剪定枝の薪ストー

ブ利用など）の有効活用を図ります。 
・薪ストーブやペレットストーブの導入など、バイオマスエネルギーの利用に努めます。 
・バイオマス資源を活用したプラスチック代替品など、環境にやさしい商品を利用します。 
・バイオマス普及促進のイベント・プロジェクトに積極的に参加・協力します。 

・木質バイオマス、圃場残渣などの未利用バイオマスや食品加工残渣、きのこ廃培地などの廃

棄物系バイオマス等、事業活動の中で排出されるあらゆるバイオマス資源の有効活用に努め

ます。 
・バイオマス資源をマテリアルやエネルギーに変換して利用するための技術開発とともに、有

効な技術の導入に努めます。 
・薪ボイラーやペレットボイラーの導入、バイオマス発電による低炭素電力の購入など、バイ

オマスエネルギーの利用に努めます。 
・バイオマス普及促進に関わるイベントやプロジェクト等に積極的に参加・協力します。 
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管理指標 
指標 現状値 目標値 

市民一人一日当たりの温室効果ガス排出量 16.22kg-CO2（H29） 10.87kg-CO2 
市内の年間エネルギー消費量（電気） 2,277,686MWh 2,072,694MWh 
二人以上の世帯当たりの年間エネルギー消

費量（電気・プロパンガス・灯油・ガソリン） 
電気 4,636 kWh 

LPG 53.5 ㎥ 
灯油 299.7 L 

ガソリン 562.8 L 

電気 4,219 kWh 
LPG 48.7 ㎥ 
灯油 272.7 L 

ガソリン 512.1 L 
 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
公共施設の省エネルギ 
ー化の推進 

・長野市環境マネジメントシステムに基づき、公共施設

のエネルギー使用量の把握や、省エネルギー行動を推

進し、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省

エネ法）」に基づく削減義務の達成を目指します。 
・公共施設の維持管理費用の縮減や環境対策のため、効

率性の高い環境性能に優れた設備への入替えなど、省

エネルギーのための改修を検討します。 
・電力のピークカット等による効果的な省エネルギー施

設を維持します。また、民間事業への波及方法を検討

します。 
・地球温暖化対策と経済対策を一体的に推進することが

期待されている炭素クレジットの活用について検討し

ます。 

環境保全温

暖化対策課 

公用車への低公害車の 
導入推進等 

・公用車に低公害車、ハイブリッド車を計画的に導入し

ます。 
・アイドリングストップや急加速、急停止の抑制など、

エコドライブを推進します。 
・災害時利用も含め、ＥＶやＦＣＶの導入を検討します。 

管財課 
環境保全温

暖化対策課 

◆家庭での省エネルギ

ー活動の啓発推進 
・家庭での省エネルギー行動に向けて、エネルギー使用

の見える化を図り、一層の啓発を進めます。 
・アイドリングストップや急加速、急停止の抑制など、

エコドライブを推進します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆事業者の省エネルギ

ー活動の啓発推進 
・ながのエコ・サークルの地球温暖化対策部門を継続し、

事業者の環境保全活動を促進します。 
・様々なメディアを活用するとともに長野市地球温暖化

防止活動推進センターと連携し、各事業所の取組事例

やＥＳＣＯ事業、補助事業など導入に向けた支援情報

環境保全温

暖化対策課 
生活環境課 

◆主要施策 
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の啓発を推進します。 
・アイドリングストップや急加速、急停止の抑制など、

エコドライブを推進します。 
省エネ住宅・省エネビ 
ルの普及促進 

・高断熱・高気密等で省エネルギー性能の向上を図る住

宅、オフィスの建設を促進するため啓発を推進します。 
・既存住宅の断熱改修等による光熱費の削減や快適性の

向上、温熱環境の改善による健康増進など、リフォー

ムの効果に係る総合的な情報の周知・啓発を推進しま

す。 

環境保全温

暖化対策課 
住宅課 

低炭素型エネルギーへ 
の転換 

・低炭素で高効率の燃料への転換を促進します。 
・エネルギー消費の最も多い電力について、再生可能エ

ネルギーによる低炭素電力への切替えを推進します。 
・水素社会の構築に向け、研究を進めます。 

環境保全温

暖化対策課 

省エネ機器や次世代自 
動車の普及促進 

・官民が連携し、エネルギー使用の「見える化」を図り、

省エネルギー設備の導入支援を推進します。 
・ＬＥＤ照明や省エネルギー家電製品などエネルギー効

率の高い製品への転換を促進します。 
・ＥＶをはじめとする次世代自動車の普及促進を促すと

ともに、公共施設等への充電インフラの整備を検討し

ます。 
・電力需要のピークカット等による効果的な省エネルギ

ー施策について検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

◆省エネルギーに向け

た全市的な取組の推

進 

・長野市地球温暖化防止活動推進センター等とともに、

エネルギー使用の「見える化」を図る取組等を実施し、

省エネルギー行動の推進を図ります。 
・再生可能エネルギー発電や蓄電池等の設備を活用し、

電力の需要を管理するネットワークシステム（ＶＰＰ）

の構築など、電力需要のピークカット等による効果的

な省エネルギー施策について検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 

・省エネルギーに対する高い意識を持ってライフスタイルを見直し、家庭での節電・節水やエ

コドライブなど、省エネルギー行動に取り組みます。 
・住宅の新築・改築時には、エネルギー性能向上に配慮した構造を採用するように努めます。 
・家電製品や自家用車などを選ぶ際、エネルギー利用の効率に配慮します。 
・ＨＥＭＳの導入や省エネルギー診断など、家庭におけるエネルギー使用の「見える化」に努

めます。 
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＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 1-4 脱炭素型の地域づくりの推進 
 環境負荷に配慮されたまちづくりを計画的に進める観点から、都市計画と交通政策、環境政策

が連携して取り組む必要があります。併せて、緑化施策を推進する中で街路樹や建物緑化などの

グリーンインフラを浸透させ、環境負荷の低減や防災機能の強化を図ります。 
 
管理指標 

指標 現状値 目標値 
自転車道などの整備延長 11.4km 32.8km 
歩道の整備延長 297.2 km 303.0km 
市民一人当たりの公共交通利用回数 101.6 回／人 137 回／人 
市民一人当たりの都市公園面積（都市計画区

域内） 
8.39 ㎡／人 10.0 ㎡／人 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
モビリティ・マネジメ 
ントの実施と公共交通 
機関の整備と確保・維 
持 

・信州スマートムーブ通勤ウィークの参加事業者数の増

加に向けたＰＲを行うとともに、マイカーから鉄道・

バス・自転車等の環境に優しい通勤手段への転換を呼

びかけます。 
・公共交通を維持・確保するために利用促進の啓発を行

います。 

交通政策課 

◆公共交通機関の整備

と確保・維持 
・市民の移動手段を確保するため、必要なバス路線の維

持に努めるとともに、乗合タクシー等を運行します。 
交通政策課 

◆自転車利用の促進 ・自転車の利用を促すため、健康増進、環境負荷の低減

など、自転車の利用による効果と価値の広報啓発を行

い、自転車を活用したライフスタイルの定着を図りま

交通政策課 
地域活動支

援課 

・環境マネジメントシステムを導入し、事業所での節電や節水など、省エネルギー行動を推進

します。 
・施設更新時には、エネルギー消費の抑制に配慮した構造や設備の導入を図るように努めます。 
・事業所等のエネルギーの自給自足や電力のピークカット等に効果的なＢＥＭＳや蓄電池のほ

か、省エネルギー設備・機器の導入を推進し、エネルギー効率の向上を図ります。 
・次世代自動車をはじめとする低燃費車を積極的に導入するとともに、自動車の運転はエコド

ライブに努めます。 
・省エネルギー設備・機器の製造技術開発に努めるとともに、省エネルギー性能などの製品情

報の積極的な提供に努めます。 

◆主要施策 
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す。 
・市策定の自転車ネットワーク計画に基づき、特に通勤・

通学者にとって安全な通行空間の整備を進めます。ま

た、地域の目的やニーズに応じた駐輪場の整備を推進

します。 
・自転車を安全に、安心して利用できるようにするため、

交通ルールの周知やマナーの向上を図ります。また、

万が一に備えた自転車賠償責任保険への加入や点検・

整備の促進を図ります。 
・サイクリスト向けの施設・サービス等の充実化を図る

などの環境整備を進めます。また、市内と近隣自治体

の観光地等をつなぐ新たなルートを開発し、サイクル

ツーリズムを推進します。 

観光振興課 
道路課 

◆コンパクトなまちづ

くりを支える交通整

備 

・交通渋滞の解消や沿道騒音防止のため、計画的な道路・

バイパスの整備、駐車場の整備などを推進します。ま

た、市街地では、まちづくりと一体となった歩行者優

先道路などの整備を推進していきます。 

道路課 
都市政策課 

拠点をつなぐネットワ 
ークの充実によるコン 
パクトなまちづくりの

推進 

・コンパクトなまちづくりの考えを取り入れ環境負荷の

少ない都市づくりを推進します。 
・土地区画整理事業などをはじめとする市街地開発事業

により、環境に配慮しながら、既存市街地の再生を図

り、快適な都市環境の創出に努めます。 

都市政策課 
市街地整備

課 

◆市街地における緑の

保全・創出の推進 
・「長野市緑を豊かにする計画」に基づき、市街地におけ

る緑の保全・創出に向けた総合的な取組を推進します。 
公園緑地課 

緑のネットワークの形 
成推進 

・街路樹、緑道の整備やオープンスペースなどを活用し

た緑地の整備を推進し、緑豊かな公園などの緑の拠点

とそれらを結ぶ連続性のある緑（沿道の街路樹や水路

など）で構成される緑のネットワークの形成を目指し

ます。 

公園緑地課 

既存緑地の機能向上の 
推進 

・既存の公園緑地等を対象に、地球温暖化防止、生物多

様性の保全、防災の観点などから、現在有する機能の

向上を推進します。 

公園緑地課 
環境保全温

暖化対策課 
公共施設の緑化推進 ・学校やその他の公共施設における緑化を推進します。 公園緑地課 
民有地の緑化促進 ・工場・事業所などにおける緑化への取組を促進するた

め、壁面・屋上緑化の促進をします。 
公園緑地課 

地域住民と協働した緑 
地の維持管理の推進 

・地域住民や関係団体との協働による公園や街路樹など

の適切な維持管理を推進します。 
公園緑地課 

民間活力を活用した緑 ・公園が不足している地域や緑が少ない住宅地において、 公園緑地課 
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地の整備 民間団体等が空き地等を有効活用して緑地等を整備

し、近隣住民に公開する取り組みを促進します。 
ヒートアイランド対策 
の推進 

・まちづくりにおけるグリーンインフラの推進に向けた

計画に基づき、長野市のまちづくりに 街路樹や建物緑

化などの グリーンインフラを浸透させ、環境負荷の低

減や防災機能の強化を図るとともに、魅力あるまちづ

くりを目指します。 

公園緑地課 

地域循環の実現と地産 
地消の推進 

・地域資源によるエネルギーや食材等を地域で消費する

「循環型経済」を推進し、化石燃料の使用輸送に伴う

二酸化炭素の排出削減や地域消費の域外流出の改善を

検討します。 

環境保全温

暖化対策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 1-5 森林によるＣＯ2 吸収の促進 

地球温暖化対策には、温室効果ガスの排出削減とともに、排出された二酸化炭素（CO2）を森林

等によって吸収させることも重要です。市域の約６割は森林であり、吸収源としての機能を確保

し続けていく必要があります。 

森林等による CO2 の吸収の促進は、温暖化対策だけでなく、自然環境の保全や都市緑化、地域

産木材やエネルギーとしての地域資源活用による産業振興など、他の課題への取組とあわせて進

めていきます。 
 
管理指標 

指標 現状値 目標値 
間伐による民有林の木材伐採量（年間伐採量） 19,000 ㎥ 25,000 ㎥ 

・マイカーを利用する機会を抑制し、徒歩・自転車や公共交通機関を利用します。 
・地域で実施される身近な緑化活動に積極的に参加します。 
・保存樹木や地域で親しまれている樹木、街路樹や公園の緑化を大切にします。 
・緑化イベントや講習会が開催される際は、積極的に参加します。 
・コンパクトなまちづくりの考え方とその必要性を理解し、市の進める都市づくりに協力しま

す。 

・マイカー通勤を自粛又は抑制し、徒歩・自転車や公共交通機関を利用します。 
・より多くの人達が利用する交通手段とするため、公共交通機関の利便性の向上を図ります。 
・工場・事業所などの緑化により、CO2 吸収とヒートアイランド対策に協力します。 
・コンパクトなまちづくりの考え方とその必要性を理解し、市の進める都市づくりに協力しま

す。 
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＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆森林の計画的な保

全・整備・活用の推

進 

・「長野市森林整備計画」に基づいて、間伐等を適切に行

うなど、計画的に森林の保全・整備・活用を進めます。 
・間伐材・林地残材等の効率的な搬出作業システムの構

築を推進します。 
・新たな森林管理制度を構築し、森林管理の適正化を推

進します。 
・林業事業体の新規就業者の確保と育成を図ります。 
・地球温暖化対策と経済対策を一体的に推進することが

期待されている炭素クレジットの活用について検討し

ます。 

森林農地整

備課 
環境保全温

暖化対策課 

保安林指定の推進 ・森林の保全と公益的機能を高めるため、公的管理を推

進すべき森林の保安林指定を進めます。 
森林農地整

備課 
森林の安定的かつ健全 
な利用の推進 

・森林の持つ多様な公益的機能を維持しつつ、林業の振

興・活性化を促進するため、林道・林業専用道（旧作

業道含む）の整備や、高性能林業機械の導入を図り、

森林組合などと連携して、資源を持続的に利用します。 
・地域材の安定的な供給体制づくりと利活用を促進しま

す。 

森林農地整

備課 

森林病害虫や野生鳥獣 
による農林業被害の防 
止 

・松くい虫等の森林病害虫や野生鳥獣による農林業被害

の防止対策を行います。 
森林農地整

備課 
いのしか対

策課 
 
 
＜市民の取組指針＞ 

 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 

・森林の保全活動に参加し、森林の果たす環境保全機能や活用についての理解を深めます。 
・地域産木材を使用した住宅・製品の購入に努めます。 
・地域で連携し、シカやイノシシなど鳥獣被害防止の対策を講じるとともに、有害な鳥獣を誘

引しないための取組を実施します。 

・森林の保全活動に取り組みます。 
・地域産木材をはじめとする林産物の利活用に努めます。 

◆主要施策 
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■施策テーマ 1-6 気候変動への適応 
 地球温暖化の抑制に向け、二酸化炭素排出量の削減に取り組む一方、気候変動の影響を回避・

軽減する適応策が重要となっています。 
 
 
 
 
 
管理指標 

指標 現状値 目標値 
温暖化に伴う異常気象に対して日常生活の中

で備えをしている（アンケート） 
48％（Ｒ3） 60％以上 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆気候変動に伴う影響

への適応策の推進 
・気候変動適応法に基づく地域の気候変動適応の拠点と

して設置された「信州・気候変動適応センター」と連

携し、地域の気候変動に伴う影響及び適応に関する情

報の収集、整理を行い、防災、農業、健康など各分野

における効果的な適応策を部局横断的に推進します。

【分野ごとの具体的な取組は＜分野ごとの取組（施策）

＞を参照】 

環境保全温

暖化対策課 

気候変動に伴う影響に 
対する適応のために必 
要な情報収集と適応策 
の検討 

・行政、企業、研究機関等で設立された「信州・気候変

動適応プラットフォーム」に参画し、気候変動の影響

予測・評価や適応策に関する多様なニース・シーズを

共有し、適応策の検討を進めます。 

環境保全温

暖化対策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 

[図表] 
〇気温の将来予測 
〇降水の将来予測 
〇降雪の将来予測 

・ハザードマップ等を活用して、災害発生時の避難場所・経路の確認、非常持出品・非常備蓄

品の準備などを行い、いざという時に備えます。 
・感染症や熱中症の予防に向けて、それらの情報を日頃から入手するように努めます。 
・身近な緑を守るように努め、緑化に取り組みます。 

・ハザードマップ等を活用して、災害発生時の避難場所・経路の確認を行い、事業所ぐるみの

防災体制づくりを進めます。 
・職場において、感染症や熱中症による健康被害に関する知識・情報を教習します。 
・身近な緑を守るように努め、緑化に取り組みます。 

◆主要施策 
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＜分野ごとの取組（施策）＞ 
各分野における「予想される影響」については、現在の知見をもとに条件下で計算した推測と

なるため、必ずしも予想される結果になるものではありせん。 
●農業・林業 
〔予想される影響〕 
 高温の気象条件によるコメへの影響として、登熟期に高温に遭遇することによる品質の低下や

土壌中の窒素の増加に伴う倒伏の発生、病害虫の発生への影響等が予想されます。また、気温上

昇が進むと標高の低い土地では高温により収量の減収が予想されます。リンゴへの影響としては、

気温の上昇とともに栽培適地は拡大しますが、さらに気温が上昇すると標高の低い地域では新品

種への切り替えなどの対策が必要となることが予想されます。ブドウへの影響としては、気温上

昇により標高の低い地域では露地栽培における「巨峰」の着色不良の発生地域が広がるとともに

その発生頻度が高くなると予想されます。林業への影響としては、松枯れの可能性がある気候域

（潜在リスク域）は気温上昇により拡大すると予測されます。 
 
 
 
 
〔適応策〕 
（農業） 
〇果樹の生産振興として、省力化、多収化、生産性の向上を図るため、新たな栽培技術や新品種

の導入を支援【農業政策課】 
〇農業共済加入の農業者の負担を軽減するため、果樹共済掛金及び農業共済事務費賦課金に対し

て補助金を交付【農業政策課】 
〇自然災害等による被害農業者の農業経営の安定を図る農業災害対策資金の借入に伴う金利負担

を軽減するための利子補給金を交付【農業政策課】 
〇暴風雨、降ひょう、豪雪等に起因する農作物等の被害に対し、被害を最小限にするため JA 等

が行う対策に要する経費に対し補助金を交付【農業政策課】 
（林業） 
〇森林病害虫等防除事業（松くい虫被害防除事業）での伐倒くん蒸の実施【森林農地整備課】 
〇気象災害等による枯損木、傾倒木、破損木等の伐採処理を行うことに対する補助の実施 

【森林農地整備課】 
 
●水環境・水資源 
〔予想される影響〕 
 千曲川流域の河川流量や積雪水量の想定される影響として、現在は冬の間に降り積もった雪が

雪融け水として、４月前後に一気に川に流れるため流量のピークが見られますが、21 世紀末には、

気温の上昇により降雪量が減るだけでなく、積もった雪が冬の間に融けやすくなるため、春先の

融雪による流量のピークは減少することが予想されます。積雪水量も約 60％減少することが予測

されます。 

[図表] 
〇高温による水稲の品質低下 
〇リンゴの生育や品質への影響 
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〔適応策〕 
〇水源地域の公的関与の推進【水道整備課】 
 ・水道事業者による災害等相互応援 
 ・条例による「水道水源保全地区」の指定 
〇農業用水の安定供給のため、農業水利施設を補修・更新【森林農地整備課】 
〇水源涵養のため、間伐を中心とした森林整備や、計画的な 主伐 、再造林による多様な林齢・

樹種からなる森林づくりを推進【森林農地整備課】 
〇水道事業者による水道水源の監視強化を指導し、突然の水質悪化に備える。（専用水道施設の監

視指導）【食品生活衛生課】 
〇取水設備の機能強化、薬品注入設備の増強等による高濁度対策や安定的な浄水に努める。 

【浄水課】 
〇ダム水をはじめとする水道水源の監視強化や原水の水質に応じた浄水施設の整備を行い、夏場

及び突然の水質悪化時に備える。【浄水課】 
●自然生態系 
〔予想される影響〕 
 温暖化の影響により、動植物の生息（生育）適地が、移動したり消滅したりします。新しい生

息（生育）適地が近くになければ、動植物の絶滅リスクが高まる可能性があります。 
 一方で、生息域をひろげ、数を増やす動植物もあり、生物多様性の変化が起こる可能性があり

ます。 
 
 
 
〔適応策〕 
〇市内の自然環境に関する情報を市民等へ提供し、生物多様性の重要性について啓発を実施 

【環境保全温暖化対策課】 
〇外来生物等に対する適切な対応について、情報提供【環境保全温暖化対策課】 
 
●自然災害・沿岸域 
〔予想される影響〕 
 千曲川などの大きな河川沿いに広く氾濫域が存在し、地形が急峻な場所、平野部に出たところ、

合流地点などにおいて広い氾濫が見られます。また、床上浸水面積が大きくなることが予測され

ます。 
 気温上昇による降水量の増加に伴い、土砂災害警戒区域内の斜面崩壊発生確率の上昇が予測さ

れます。 
 

[図表] 
〇千曲川の月平均流量 
〇千曲流域平均年最大積雪水量のヒストグラム 

[図表] 
〇竹林の生育に適した環境だと予測された地域 
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〔適応策〕 
（洪水） 
〇洪水予報河川及び水位周知河川における 1000 年に 1 度の降雨洪水浸水想定区域図の作成 

【危機管理防災課】 
〇「信州防災『逃げ遅れゼロ』」宣言に基づき、県と市町村が一体となって防災・減災対策を推進 

【危機管理防災課】 
〇部局連携により、ハザードマップと連携した「地域の防災マップ」や「災害時住民支え合いマ

ップ」等の作成を支援【危機管理防災課】 
〇要配慮者利用施設による避難確保計画・避難訓練を推進【危機管理防災課】 
〇中小河川における 1000 年に 1 度の想定最大規模降雨洪水浸水想定区域図の作成 

【危機管理防災課】 
〇豪雨による農地等の湛水被害を防止するため、耐用年数の超過により機能が低下した排水機場

のポンプ設備を計画的に改修【森林農地整備課】 
〇準用河川・水路及び雨水渠計画に基づく雨水幹線、ポンプ場、雨水調整池等の整備を実施し、

計画的に治水対策を推進【河川課】 
〇河川管理施設について、定期点検、長寿命化計画に基づく適切な維持管理の実施 

【河川課・維持課】 
・施設の異常、土砂の堆積状況の把握を行うとともに、適時適切な護岸の修繕や河床掘削、流木

の除去等を実施 
・準用河川区域とその周辺の河畔林のうち、防災効果が高い箇所の除間伐を実施 
〇水位計、監視カメラによるリアルタイム情報の発信【河川課】 
〇流域で雨水を「留める」ことを主体とした雨水貯留等の「流域治水」の取組を推進【河川課】 
〇居住等を誘導する区域内で想定される浸水災害への対策について、立地適正化計画内に防災指

針を作成し、対応策を記載する。【都市政策課】 
（土砂災害） 
〇「信州防災『逃げ遅れゼロ』」宣言による 、県と市町村が一体となって防災・減災対策を推進 

【危機管理防災課】 
〇要配慮者利用施設における避難確保計画策定・避難訓練の実施を支援【危機管理防災課】 
〇部局連携による「地区防災マップ」や「災害時住民支え合いマップ」等の作成を支援 

【危機管理防災課】 
〇我が事として捉える防災意識向上の取組（公民館や学校などに防災教育講師として砂防ボラン

ティアを派遣）【危機管理防災課】 
〇農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者等が共同して取り組む地域活

動や地域資源（農地・農業用水路・農道等）の保全管理活動支援【農業政策課】 
〇ため池が決壊した場合、 迅速かつ安全に避難するために必要な 「ため池ハザードマップ」 を

作成【森林農地整備課】 

[図表] 
〇長野県における再現期間 100 年とした場合の最大浸水深分布 
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〇森林の多面的な機能を持続的に発揮させるための間伐を中心とした森林づくりと 木材の積極

的な利用【森林農地整備課】 
〇土砂災害に対する砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、雪崩対策事業等によ

るハード整備により防災・減災対策を推進【河川課・維持課】 
 
●健康 
〔予想される影響〕 
 近未来における熱中症リスクは約２倍に増加し、21 世紀末には約２倍～５倍になると予測され

ます。また、ヒトスジシマカ生息可能域は、気温の上昇に伴い広がると予測されます。 
 
 
 
 
〔適応策〕 
（熱中症） 
〇平常時からホームページ、ラジオ放送、リーフレット（一般向け、高齢者向け、外国人向け）

等により熱中症予防啓発を実施【健康課】 
〇危険な暑さが予想される場合、令和３年６月から実施された熱中症警戒アラートにより、関係

部局等と連携し、熱中症予防を呼び掛け【健康課】 
（感染症） 
〇感染症の予防策等について、様々な広報媒体を用いて積極的に市民等へ周知【健康課】 
〇感染症の発生状況等について、適時適切に情報提供【健康課】 
〇蚊が媒介するウイルス（デングウイルス・チクングニヤウイルス・ジカウイルス）について検

査体制の確保【健康課・環境衛生試験所】 
〇ヒトスジシマカなど節足動物の発生を減らすための対策や、刺されないための対策を注意喚起 

【食品生活衛生課】 
〇蚊の駆除対策等について啓発や研修会を実施【食品生活衛生課】 
 
●産業・経済活動 
〔予想される影響〕 

地球温暖化の進行により、自然環境資源を生かした地方のレクリエーション・サービス産業へ

の影響、とりわけ大きな影響が想定されるのはスキー産業です。例えば積雪がなければスキー場

のゲレンデはそもそもオープンできませんが、積雪があったとしても気温上昇による雪質の低下

が集客数の減少につながると考えられます。 
 
 
 
〔適応策〕 
〇戸隠・飯綱高原エリアにおいて、キャンプ場や遊歩道、トレッキングコース、アクティビティ

[図表] 
〇現在気候下を 100 とした時の将来気候下の長野県における熱中症リスク 
〇長野県におけるヒトスジシマカの生息域の将来予測 

[図表] 
〇長野市における積雪関係の予測資料 
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施設等の整備を行い、グリーンシーズンの誘客強化に取り組む【観光振興課】 
〇信越高原サイクリングモデルコースをフックとした、誘客促進プロモーションの展開 

【観光振興課】 
・長野県が主導するサイクルツーリズム推進団体「Japan Alps Cycling Project」との連携 
〇暖冬により雪不足の影響を受けた中小企業者に対し、長野市中小企業振興資金融資制度により

支援【商工労働課】 
 
●国民生活・都市生活 
〔予想される影響〕 
 長野市内の中心部付近から松代方面にかけての都市域に夏季の気温の高い地点が多く分布して

おり、ヒートアイランドの影響が確認されます。これに地球温暖化による気温上昇が加わること

で、これらの地域では高温による熱中症などのリスクがより高くなると予想されます。 
 
 
 
〔適応策〕 
〇まちづくりにおけるグリーンインフラの推進に向けた計画に基づき、長野市のまちづくりに街

路樹や建物緑化などのグリーンインフラを浸透させ、環境負荷の低減や防災機能の強化を図る

とともに、魅力あるまちづくりを目指す。【公園緑地課】 
 
  

[図表] 
〇長野市内の小学校百葉箱内で測定された気温の分布図 
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２ 基本目標２ 循環型社会の実現  

 
 
 
 2-1 長野市の現状と課題   

■現状 
ごみ総量と市民一人一日当たりの排出量は、平成 15 年度をピークに減少傾向にあります。 

家庭ごみ排出量は、より一層の減量を図るため平成 21 年 10 月に開始した可燃・不燃ごみ処

理手数料の有料化により、顕著に減少しています。 

事業系ごみ排出量は、近年横ばいです。 

 
■課題 

「食品ロス削減基本方針」（令和２年３月閣議決定）では、2000 年度比で 2030 年度までに食

品ロス量を半減させることとしています。2030 年度を見据えた食品ロスを削減する方策等を検

討する必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活様式が変化し、テイクアウトや家庭での食事機

会が増えたことで、プラスチック廃棄物の排出量が増加する可能性があるため、プラスチック

廃棄物を削減する必要があります。 

事業系ごみ排出量が横ばいであることから、事業所に対する啓発・指導を強化し、事業ごみ

の削減を図る必要があります。 

また、不法投棄や不法焼却、過剰保管など廃棄物の不適正な処理が散見されるため、排出事

業者の責務について周知徹底を図り、適正処理を促進する必要があります。 

長野広域連合が進める広域で効率的なごみ処理体制の構築に、構成市町村として取り組む必

要があります。 

 
2-2 2026 年に目指す姿 
「必要なモノ・サービスが必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供」され、ライフサイク

ル全体で徹底した資源循環が行われる社会が実現されています。 
 
 2-3 基本目標の達成状況を図るための指標 
 

指標 現状値（Ｈ30） 目標値（Ｒ8） 
市民一人一日当たりのごみ排出量 926ｇ/人・日 881ｇ/人・日 

 
 
 
 

関連する 
SDGs 
のゴール 
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 2-4 施策の展開 
■施策テーマ 2-1 ４R の推進 
 ごみ排出量の更なる削減のため、これまでの３R（ごみの発生抑制、再使用、再生利用）に、

環境にやさしい製品を選択する「転換（リプレイス）」を加え、取組を進めます。 
  また、資源物は、地域の足もとにある資源として最大限活用しながら、地域の中で循環させ

ます。 
  
管理指標 

指標 現状値（Ｈ30） 目標値（Ｒ8） 
市民一人一日当たりのごみ排出量 926ｇ/人・日 881ｇ/人・日 
事業系可燃ごみ排出量 39,115ｔ 38,445ｔ 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆家庭ごみの減量・分

別の推進 

・食品の食べきりや生ごみの水切り等について啓発します。 

・サンデーリサイクルのチラシを発行し、資源物の定期回収以 

外の排出機会について周知します。 

・「家庭用資源物とごみの出し方保存版」、「長野市家庭用資  

源物・ごみ収集カレンダー」により分別の徹底を啓発します。 

・長野市公式 SNS に AI チャットボットを導入し、ごみの出し方 

に関する問い合わせの利便性の向上を図ります。 

・家庭ごみの実態を把握するため、組成調査を実施します。 

生活環境課 

◆事業ごみの減量・分

別の推進 

・事業ごみの処理ガイドを発行し、排出事業者責任について

啓発します。 

・多量排出事業所に対し、減量計画書の提出を徹底させ、ご

み減量の計画的な取り組みを促進します。 

生活環境課 

地域循環共生圏づくりの

推進 

・生ごみ自家処理機器購入補助金の交付や生ごみ自家処理

講座の実施を通じて、生ごみの自家処理を推進します。  

・リサイクルプラザを拠点として、まだ使える不要品を必要とす

る人へ提供することにより、リユースを推進します。 

・集団回収を促進し、リユースびんをリユースびんのまま循環  

させるほか、資源物を有価物として循環させ、自治会等の自  

主財源の確保を支援します。 

・家庭からの剪定枝葉等を回収し、堆肥等に資源化します。 

生活環境課 

◆食品ロスの削減の推

進 

・食品ロスの更なる実態把握を行うとともに、市民へは消費期

限・賞味期限に関する正しい知識を深めるための情報発信

を行い、適量の購入等の購買活動が行われるよう啓発しま

す。 

生活環境課 

◆主要施策 
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・フードバンク活動への協力・支援を行います。 

・県及び長野エコ活動推進本部と連携し、「３０・１０運動」の      

街頭啓発を行います。 

下水汚泥・し尿処理汚泥

等の有効利用の推進 

・下水汚泥のセメント原料化、し尿汚泥の堆肥化を継続して

実施します。 

下水道施設課 

生活環境課 

衛生センター 

放置自転車のリサイクル

化 

・撤去した放置自転車のうち、引取りがなく再利用可能な自

転車を自転車安全整備士等の資格を有する者に売却し、リ

サイクル自転車として再整備・販売することで、資源の有効

活用を図ります。 

交通政策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・自らの日常生活における一人ひとりの行動が重要であると認識し、４R に積極的に取り組み

ます。 
・食品の購入に当たっては、賞味期限に関する正しい理解を深め、適量を購入するなど食品ロ

スの削減に努めます。 
・集団回収に積極的に参加します。特に、リユースびんは集団回収へ出すようにし、「生きびん」

として循環させることにより、環境負荷の低減を図ります。 
・商品の購入に当たっては、買い物袋やマイバック等を持参します。また、簡易包装の商品、

詰め替え可能な商品及び繰り返し使用可能な（リユース）容器を使っている商品を選択しま

す。 
・「家庭用資源物・ごみ収集カレンダー」や「家庭用資源物とごみの出し方保存版」をよく確認

し、適正にごみを分別し排出します。特に、プラスチック製容器包装については、理解を深

め適正に排出します。 

・行政の施策に積極的に協力し、自ら取組を進めて４R を推進します。 
・排出事業者はその責任を自覚し、ごみの発生段階で産業廃棄物と一般廃棄物との分別を徹底

し、事業系一般廃棄物となる可燃ごみを減量します。 
・従業員一人ひとりがものを無駄に消費しない生活スタイルを心がけ、環境への負荷の少ない

グリーン製品・サービスを選択します。また、これらの取組を適切に消費者へ発信し、理解

の促進に努めます。 
・「必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」ことで、製造か

ら流通、販売に至るサプライチェーン全体において排出されるごみを抑制し、ライフサイク

ル全体で徹底した資源循環を行います。 
・食品小売業者は、消費期限前に商品棚から商品を撤去・廃棄する等の商慣行を見直し、売れ

残りを減らす仕入れの工夫や、消費期限が近づいてきている商品の値引き等、食品がごみと

ならないよう販売方法を工夫します。 
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■施策テーマ 2-2 廃棄物の適正処理 
 廃棄物が適正に処理されるために、廃棄物処理業者及び排出事業者等への監視・指導等の対策

や啓発活動、ごみ集積所を管理する自治会等への支援に継続して取り組みます。 
 また、長野広域連合が進める広域で効率的なごみ処理体制の構築など、安定的かつ効率的なご

み処理体制の維持・構築を図ります。 
※管理指標は設定しません。 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆監視指導の徹底と処

理業者の育成 

・事業者への厳正な許可審査と立入検査による指導、啓発を

徹底し、廃棄物の適正処理の確保を図ります。 

・排出事業者等の定期的な監視により不適正処理の早期発

見・解決や未然防止を図ります。 

・廃棄物の適正処理を推進するため、優良な廃棄物処理業

者を育成します。 

廃棄物対策課 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

（PCB）廃棄物の適正な

処理の促進 

・PCB 廃棄物を保管する事業者等を把握し、PCB 廃棄物等

の期限内適正処理を促進します。 

廃棄物対策課 

 

農業廃棄物の適正処理

の促進 

・農業により排出される残さや廃プラスチックなどについて、 

適正処理を促進します。 

農業政策課 

 

適正な収集運搬体制の

構築 

・環境美化役員会説明会で、ごみの分別やごみ集積所の管

理、家庭用資源物・ごみ収集カレンダーの配布について協

力を求めます。 

・自治会等が設置・管理するごみ集積所の設置及び改修補

助金を交付します。 

・事業系ごみの発生量及び社会情勢を検証・予測し、一般廃

棄物収集運搬業許可の新規許可方針について検討しま

す。 

・ながの環境エネルギーセンター・資源再生センター搬入時

の展開検査や指導により分別の徹底を図ります。 

生活環境課 

廃棄物対策課 

ごみ処理施設の整備運

営 

・長野広域連合ごみ処理広域化基本計画の推進を支援しま

す。 

・安定的な施設運営のために、計画的に長野市資源再生セ

ンター設備を整備します。 

・不燃ごみとして排出された小型家電をピックアップ回収し、

資源化します。 

・一般廃棄物会計基準によりごみ処理費用を算出し、公表し

ます。 

生活環境課 

資源再生セン

ター 

◆主要施策 
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適切なし尿処理の推進 ・し尿処理施設の適切な整備を継続して実施します。 生活環境課 

衛生センター 

災害廃棄物処理計画の

見直し 

・令和元年東日本台風の経験を踏まえ、長野市災害廃棄物

処理計画を見直します。 

生活環境課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 2-3 プラスチックスマートの推進 
 海洋プラスチックごみが世界的に大きな問題となる中、令和２年 7 月にレジ袋が有料化された

ほか、令和３年６月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が公布され、改

めてプラスチックと賢く付き合うことが求められています。 
 まずは使い捨てプラスチックを削減する取組を、市民・事業者・行政が一体となって進め、そ

の取組をプラスチックごみ全体の削減につなげます。 
 また、河川を通じて海に流れ出るプラスチックごみを減らすために、ごみのポイ捨て等防止の

啓発活動を進めます。 
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ3） 目標値（Ｒ8） 
使い捨てプラスチックの削減に取り組んでい

る（アンケート） 
76％ 80％以上 

 
 
 

・農業により排出される残さや廃プラスチックなどは適正に処理します。 
・ごみの分別やごみ集積所の管理、家庭用資源物・ごみ収集カレンダーの配布について理解・

協力します。 
・地区等が設置、維持管理するごみ集積所について、適正に管理します。 
・災害時の廃棄物処理体制について理解・協力し、自らも大規模災害に備えます。 

・排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理します。

また、事業ごみの発生から処分までの最終的な責任は排出事業者が負うことを認識します。 
・廃棄物処理業者は、排出事業者の処理を補完し、委託された廃棄物を適正に処理する義務が

あることを認識するとともに、廃棄物処理技術にかかる調査研究を行います。 
・農業により排出される残さや廃プラスチックなどは適正に処理します。 
・災害時の廃棄物処理体制について理解・協力し、自らも大規模災害に備えます。 
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＜市の取組（施策）＞ 
施策 具体的な取組 担当課 

◆プラスチックスマートの

推進 

・衣・食・住の様々な場面で使い捨てプラスチックの削減に向

け啓発を行います。 

・リユース、リサイクル製品を選んで購入する、詰め替え製品

を選んで購入するよう啓発を行います。 

・ごみ出しの際に分別しやすい商品を選んで購入するよう啓

発を行います。 

・容器開封の際に、容器包装を汚さないようにするなど、プラ

スチックが資源物として循環できるよう啓発を行います。 

・家庭ごみ指定袋へのバイオマスプラスチックの導入を検討

します。 

環境保全温暖

化対策課 

生活環境課 

 

◆まちの美化の推進 ・「長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を防止し、きれい

なまちをつくる条例」に基づき、ポイ捨てなどの防止に向け

た意識の啓発及び指導を行います。 

・ゴミゼロ運動や環境美化キャンペーン等を実施し、市民・事

業者の環境美化意識の向上と地区清掃等の清掃ボランティ

アの育成を図ります。 

・ポイ捨て等防止看板の設置など、地域と連携してまちの美

化に関する意識を高めるための啓発を推進します。 

環境保全温暖

化対策課 

 

生分解性マルチの導入

推進 

・農地用廃プラスチックの排出を抑制するため、生分解性マ

ルチの導入を推進します。 

農業政策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・軽くて丈夫な性質により容器包装に使われ、私たちの生活になくてはならないものとなった

プラスチックの削減に向けて、プラスチックと賢く付き合います。 
・衣・食・住の様々な場面で、使い捨てプラスチックを削減します。 
・リユース、リサイクル製品を選んで購入します。また、詰め替え製品を選んで購入します。 
・ごみ出しの際に分別しやすい商品を選んで購入します。 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、テイクアウトでの食事の機会が増加しても、プラ

スチック製容器包装などは適正に排出します。 
・敷地内や敷地周辺の清掃を心がけるとともに、地域の環境美化活動に積極的に参加・協力し、

ポイ捨てされない環境づくりに努めます。 
・農地において生分解性マルチの導入に努めます。 

◆主要施策 
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＜事業者の取組指針＞ 
  
・容器包装のリサイクルに伴うコストを正確に認識し、その役割を損なわない範囲で、最も効

率的な包装とするよう努めます。 
・ごみ出しの際に分別しやすい商品を製造、販売します。また、過剰な包装は行わないよう努

めます。 
・敷地内や敷地周辺の清掃を心がけるとともに、地域の環境美化活動に積極的に参加・協力・

支援し、ポイ捨てされない環境づくりに努めます。 
・農地において生分解性マルチの導入に努めます。 
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３ 基本目標３ 豊かな自然環境の保全  

 
 

 
【長野市生物多様性地域戦略】 
 
 3-1 長野市の現状と課題   

■現状 
  長野市では、2013（平成 25）年に市内の自然や生態系の実態をまとめた「大切にしたい長野

市の自然」の改訂版を編集・出版し、かつて普通に見られたものの、今ではなかなか見られな

くなった生物に関する情報を提供することにより、豊かな自然環境の危機を市民が共有できる

よう取り組んでいます。 
  また、飯綱高原において森林や湿原の復元事業を継続的に実施し、良好な生態系の保全を図

るとともに、市街地では緑化や親水空間の整備を進め、市民が身近な自然に親しむことができ

る場と機会を創出するよう努めています。 
 

■課題 
  宅地化の進展や森林農地の荒廃等によって生物の生息空間が消失し、生物多様性の確保が困

難となり、豊かな自然環境を維持できなくなるおそれがあります。 
森林農地の保全に加えて、身近な緑の保全と創出を進めることによって緑のネットワークを

整備し、あわせて良好な水辺環境の保全と創出を進めるなど、さまざまな生物の生息空間を確

保する取組が必要です。 
 

3-2 2026 年に目指す姿 
  まちなかから山里にかけて緑があふれ、人と多様な生きものが共存する豊かなまちが形成さ

れています。 
 
 3-3 基本目標の達成状況を図るための指標 
 

指標 現状値（Ｒ3） 目標値（Ｒ8） 
豊な自然環境が保たれている（アンケート） 70.4％ 67％以上 

 
 3-4 施策の展開 

■施策テーマ 3-1 生物多様性の確保 
 長野市の自然環境に対し市民の約７割が肯定的な評価をしていますが、希少動植物の減少、

外来生物の増殖、地球温暖化に伴う気候変動による植生の変化などがみられるため、生物多様

性の確保に取り組みます。 

関連する 
SDGs 
のゴール 
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管理指標 

指標 現状値（Ｒ3） 目標値（Ｒ8） 
希少生物調査対象種 ― 4 種 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆市域の自然環境に関

する継続的な調査と基

礎情報の整備 

・指標を定めて継続的に調査し、自然環境に関する基礎情

報として整備します。 

環境保全温暖

化対策課 

◆市民への情報の提供

と自然環境に親しめる場

と機会の創出 

・自然環境に関する情報を「大切にしたい長野市の自然」（改

訂版）を通じ市民に提供し、生物多様性の重要性を啓発し

ます。 

・自然に親しめる場を保全・整備し、関係機関や地域の専門

家、市民団体などとの連携により観察会・学習会などを実施

します。 

環境保全温暖

化対策課 

◆外来生物等対策事業 ・地域の生態系に影響を及ぼす外来生物等について、地域

と連携した駆除を実施します。 

・外来生物等に対する適切な対応について、情報を市民に

周知します。 

環境保全温暖

化対策課 

飯綱高原の復元事業の

継続的な実施 

・飯綱高原において、自然環境の保全、活用、復元などの技

術について調査、研究します。 

環境保全温暖

化対策課 

希少生物の保全・保護 ・自然環境保全推進委員制度を活用し、希少生物について

継続的な調査を実施し、保護方策を検討します。 

・公共工事等に際しては、希少生物の生息・生育に影響がな

いよう配慮します。 

環境保全温暖

化対策課 

自然環境に配慮した適

切な土地利用 

・市の土地利用に係る各種計画及び関係法令等に基づき、

周辺の自然環境と共生した土地利用を図ります。 

都市政策課 

環境保全温暖

化対策課 

妙高戸隠連山国立公園

の協働型管理運営 

・平成 27 年３月に誕生した「妙高戸隠連山国立公園」の協働

型管理運営（官民協働）を目指すため、環境省、林野庁、長

野県、新潟県と長野市を含む６市町村、観光協会、民間事

業者などで構成する連絡協議会において、同国立公園内

の自然保護や観光振興に関する運営方針等を協議しま

す。 

環境保全温暖

化対策課 

観光振興課 

 
 
 

◆主要施策 
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＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 3-2 森林・農地の保全と活用 
 広大な森林と美しい農地は、長野市の自然環境を形成する重要な構成要素であるとともに、重

要な産業として位置付けられています。 
 しかし、林業や農業の衰退により、森林の荒廃や耕作放棄地の増加による環境保全機能の低下

や生物多様性の保全が懸念されていることから、森林や農地の利活用を図り、豊かな自然環境の

保全に取り組みます。 
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ3） 
民有林の木材伐採量（年間伐採量） 23,000 ㎥ 31,000 ㎥ 
森林体験年間参加者数 1,386 人 2,150 人 
生物利用等環境保全型農業推進事業の取組

（戸数） 
2,362 戸 2,500 戸 

 

・豊かな自然を守るため、環境保全活動を積極的に行います。 
・外来生物被害予防三原則（入れない・捨てない・拡げない）を守り、外来生物の駆除活動に

積極的に参加します。 

・自然に親しめる場を保全・整備し、またそれらに関する情報の提供を行うとともに、関係機

関や地域の専門家、市民団体などとの連携により観察会・学習会などの実施について検討し

ます。 
・地域に生息・生育する希少生物についての理解を深め、生息・生育環境を悪化させる行為は

しません。 
・各種法令及び各地域の計画を遵守し、周辺の自然環境などに配慮した適切な開発を行います。 

記入不要（別添、調査票により回答） 
・地域での自然環境の保全活動や自然観察会に積極的に参加するなど、身近な自然にふれあう

機会を持ち、自然環境や生物多様性への理解と関心を深めます。 
・外来生物被害予防三原則（入れない・捨てない・拡げない）を守り、外来生物の駆除活動に

積極的に参加します。 

・地域での自然環境の状況について情報を提供します。 
・地域に生息・生育する希少生物についての理解を深め、生息・生育環境を悪化させる行為は

しません。 
・住宅の新築や木竹の伐採などに当たっては、各種法令及び各地域の計画を遵守し、周辺の自

然環境に配慮します。 
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＜市の取組（施策）＞ 
施策 具体的な取組 担当課 

里山の保全と利用の促

進 

・市民・事業者・行政の協働により、暮らしに密接な関わりの

ある里山の保全策を検討します。 

・里山の整備に関わる民間団体・企業等の育成・支援を進め

ます。 

・里山に親しむ場と機会を創出し、里山の大切さを普及・啓発

します。 

環境保全温暖

化対策課 

森林農地整備

課 

◆ 森 林 の 計 画 的 な 保

全 ・整備 ・活用の 推進

（再掲） 

・「長野市森林整備計画」に基づいて、間伐等を適切に行うな

ど、計画的に森林の保全・整備・活用を進めます。 

・間伐材・林地残材等の効率的な搬出作業システムの構築を

推進します。 

・新たな森林管理制度を構築し、森林管理の適正化を推進し

ます。 

・林業事業体の新規就業者の確保と育成を図ります。 

森林農地整備

課 

保安林指定の推進 

（再掲） 

・森林の保全と公益的機能を高めるため、公的管理を推進す

べき森林の保安林指定を推進します。 

森林農地整備

課 

森林の安定的かつ健全

な利用の推進 （再掲） 

・森林の持つ多様な公益的機能を維持しつつ、林業の振興・

活性化を促進するため、林道・林業専用道（旧作業道含む）

の整備や、高性能林業機械の導入を図り、森林組合などと

連携して、資源を持続的に利用します。 

・地域材の安定的な供給体制づくりと利活用を促進します。 

森林農地整備

課 

森林病害虫や野生鳥獣

による農林業被害の防

止 （再掲） 

・松くい虫等の森林病害虫や野生鳥獣による農林業被害の

防止対策を行います。 

森林農地整備

課 

い の し か 対 策

課 

◆森林体験の促進 ・森づくり体験など市民参加の機会を充実します。 森林農地整備

課 

農地による環境保全機

能の維持・向上 

・農地の保全により、美しい農村景観を守ります。 農業政策課 

◆環境にやさしい農業

の促進 

・化学肥料や化学合成農薬などへの依存度を減らし、環境負

荷の低減を目的とした環境にやさしい農業を促進します。 

農業政策課 

 
 
 
 
 
 

◆主要施策 
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＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 3-3 身近な緑の保全と創出 
 地球温暖化防止や生物多様性の保全などに対する市民の意識の高まりから、身近な緑の役割が

注目されています。 
 市街地を中心に都市公園の整備や街路樹の植樹など、連続性のある緑のネットワークを整備し、

身近な緑の保全と創出を進めます。 
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
市民一人当たりの都市公園面積（都市計画区

域内） 
8.39 ㎡/人 10.0 ㎡/人 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆市街地における緑の

保全・創出の推進 

（再掲） 

・「長野市緑を豊かにする計画」に基づき、市街地における緑

の保全・創出に向けた総合的な取組を推進します。 

公園緑地課 

・里山の保全に関する調査に参加・協力するとともに、下草刈りや間伐など里山を適正に管理

する活動に参加します。 
・地域で連携し、シカやイノシシなど鳥獣被害防止の対策を講じるとともに、有害な鳥獣を誘

引しないための取組を実施します。 
・森林の保全活動に参加し、森林の果たす環境保全機能や活用についての理解を深めます。 
・農地等の保全により、美しい農村環境を守ります。 
・地場産の農産物を積極的に購入し、地産地消に貢献します。 

・下草刈りや間伐など、里山の保全活動に参加します。 
・里山の保全活動を行う団体を支援します。 
・森林の保全に努め、環境保全機能の向上に努めます。 
・森林資源の積極的な利活用に努めます。 
・環境にやさしい農業などの推進により環境にやさしく、より安全な農産物づくりに努めます。 
・農地等の保全活動を支援し、美しい農村環境を守ります。 
・ため池や用水などの水辺においては植栽、岩や礫などを利用して野生生物の生息・生育空間  
 の創造に努めます。 
・地場産の農産物を積極的に取り扱い、地産地消に貢献します。 
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◆緑のネットワークの形

成推進 （再掲） 

・街路樹、林道の整備やオープンスペースなどを活用した緑

地の整備を推進し、緑豊かな公園などの緑の拠点とそれら

を結ぶ連続性の緑（沿道の街路樹や水路の緑など）で構成

される緑のネットワークの形成を目指します。 

公園緑地課 

既存緑地の機能向上の

推進 （再掲） 

・既存の公園緑地等を対象に、地球温暖化防止、生物多様

性の保全、防災の観点などから、現在有する機能の向上を

推進します。 

公園緑地課 

環境保全温暖

化対策課 

公共施設の緑化推進 

（再掲） 

・学校やその他の公共施設における緑化を推進します。 公園緑地課 

民有地の緑化促進 

（再掲） 

・工場・事業所などにおける緑地への取組を促進するため、

壁面・屋上緑化の促進をします。 

公園緑地課 

保存樹木・樹林の保存 ・保存樹木・樹林の指定や管理補助金の交付、保存樹木な

どの地図・冊子などの作成を検討するとともに、緑の大切さ

の啓発を推進します。 

公園緑地課 

植栽木等への地域特性

等を考慮した樹種の導

入 

・公共施設や街路樹の植栽として、地域特性や維持管理の

特性を考慮した樹種を導入します。 

公園緑地課 

地域住民と協働した緑

地の維持管理の推進 

（再掲） 

・地域住民や関係団体との協働による公園や街路樹などの

適切な維持管理を推進します。 

公園緑地課 

民間活力を活用した緑

地の整備 （再掲） 

・公園が不足している地域や緑が少ない住宅地において、民

間団体等が空き地等を有効活用して緑地等を整備し、近隣

住民に公開する取り組みを促進します。 

公園緑地課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 

・工場・事業所などにおいて、花苗や庭木の植栽の管理に努め、身近な緑を増やします。 
・市街地において、壁面や屋上の緑化に努めます。 
・開発の際は、オープンスペースの確保や緑化を積極的に行います。 
・道路沿いの緑化を積極的に行い、彩りと賑わいのあるまちなみの形成に協力します。 
・地域で実施される身近な緑化活動に積極的に参加します。 
 

・住宅において、花苗や庭木の植栽の管理に努め、身近な緑を増やします。 
・地域で実施される身近な緑化活動に積極的に参加します。 
・保存樹木や地域で親しまれている樹木、街路樹や公園の緑を大切にします。 
・緑化イベントや講習会が開催される際は、積極的に参加します。 
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■施策テーマ 3-4 良好な水辺の保全と創出 
 長野市には、千曲川や犀川などの大河川のほか、市内を流れる中小河川や農業用水路、さらに

は市内各所にある湧水などの良好な水辺があります。 
 豊かな自然環境の保全のため、これらの良好な水辺の保全と創出を進めます。 
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
市内中小河川９河川の水質階級 10 点 11 点以下 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
健全な水循環・水源の

かん養機能の保全 

・農地等や森林を保全し、山地災害の防止や水源のかん養

機能を維持します。 

・地下水の保全のため、地下水位の監視や揚水量の監視・

指導を行います。 

・湧水の保全のため、地下水質の監視を行い、環境汚染の防

止を努めます。 

農業政策課 

森林農地整備

課 

環境保全温暖

化対策課 

◆水辺の自然環境の保

全、親水空間の復元・創

出の推進 

・千曲川、犀川、裾花川などの一級河川について、国や県な

どの関係機関との連携と協力により、良好な水辺空間を創

出します。 

・市民・事業者による水辺の清掃や維持管理活動に対する支

援を充実し、良好な水辺環境の維持管理を促進します。 

・良好な水辺環境を保全・復元し、市民が自然に親しむことが

できる生態系豊かな親水空間の創出を検討します。 

環境保全温暖

化対策課 

河川課 

維持課 

公共施設、家庭等から

の雨水流出の抑制と水

資源の有効利用 

・公共施設、家庭、事業所等における雨水流出の抑制と水資 

源の有効利用のため、雨水貯留施設の普及を促進します。 

河川課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・農地等を保全し、水源のかん養機能を維持します。 
・雨水貯留施設を設置することにより、治水対策に協力し、雨水を有効利用します。 
・地下水の保全のため、自己所有地内における雨水の地下浸透に協力します。 
・身近な親水空間を大切にし、河川、池沼及び湧水の維持管理に協力します。 
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＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
  

・雨水貯留施設を設置することにより、治水対策に協力し、雨水を有効利用します。 
・地下水の保全のため、駐車場などを舗装する場合は浸透性舗装を検討するなど、事業所敷地

内における雨水の地下浸透に協力します。 
・地下水の汲み上げは必要以上に行わず、地下水量の確保に協力します。 
・身近な親水空間を大切にし、河川、池沼及び湧水の維持管理に協力します。 
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４ 基本目標４ 良好で快適な環境の保全と創造  

 
 
 
 4-1 長野市の現状と課題   

■現状 
  長野市では、大気、水質、土壌、騒音・振動等の調査を継続して行うとともに、工場・事業

所への立入検査や適正管理・改善のための指導などにより、環境汚染の防止、低減に努めてい

ます。 
  また、ごみのないきれいなまちづくりのため、地域や事業者と連携してゴミゼロ運動を実施

しています。併せて、平成 30 年 4 月に改正した、「長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を

防止し、きれいなまちをつくる条例」において、新たに道路等における歩行喫煙等を禁止事項

とし、啓発活動を進めています。 
 
■課題 

  生活環境は概ね良好に保たれているものの、日常生活におけるばい煙、騒音や空き地の管理

等に関する苦情に対して、問題の解決に向け発生源への助言、指導等を行う必要があります。 
  また、ごみのポイ捨てや不法投棄が後を絶たないため、美化活動を促進するとともに、地域

や事業者と連携して、捨てられにくい環境づくりを推進する必要があります。 
 

4-2 2026 年に目指す姿 
  大気汚染や水質、騒音といった生活や健康にかかるリスクが十分低減され、健康で安全な暮

らしが実現しています。 
  また、まちは清潔で美しく保たれ、市民が快適に暮らしています。 
 
 4-3 基本目標の達成状況を図るための指標 
 

指標 現状値（Ｒ3） 目標値（Ｒ8） 
空気や水がきれいで、まちも美しく保たれて

いる（アンケート） 
71.8％ 67％以上 

 
 4-4 施策の展開 

■施策テーマ 4-1 環境汚染対策 
 大気や河川水質については概ね環境基準を達成しています。しかし、大気環境中の光化学オ

キシダントは基準未達成であり、河川における大腸菌群数なども一部地域で未達成です。この

ような状況から、継続して監視・測定を行い、環境汚染の状況を把握するとともに、対策を推

進します。 

関連する 
SDGs 
のゴール 
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管理指標 
指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 

大気環境基準達成率 100％ 100％ 
市内中小河川 13 河川の生活環境項目（BOD）

平均値 
1.6 ㎎/ℓ 2.0 ㎎/ℓ以下 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆大気、水質及び騒音

などの計画的な環境監

視及び調査の実施 

・大気、水質及び騒音などの環境監視を実施するとともに、安

全な飲料水の供給のため、環境測定計画に基づき調査を

行い、情報収集と環境汚染の防止・低減に努めます。 

環境保全温暖

化対策課 

環境衛生試験

所 

浄水課 

工場・事業所における環

境負荷の適正管理と改

善の推進 

・大気、水質、土壌における環境汚染の未然防止や汚染後

の迅速な対応を図るため、工場・事業所への立入検査や適

正管理・改善のための指導などの充実を図るなど、幅広い

対策を推進します。 

環境保全温暖

化対策課 

環境衛生試験

所 

事業者と住民間の良好

な関係の構築支援 

・事業者と周辺住民との間の公害防止協定の締結など、事業

者と住民間の良好な関係を築くための支援を行います。 

環境保全温暖

化対策課 

浄化槽の設置促進及び

適正管理の監視指導 

・浄化槽などの適正な管理・清掃に関する指導や啓発を行い

ます。 

・浄化槽処理促進区域内における合併浄化槽の設置を促進

します。 

環境保全温暖

化対策課 

下水道整備課 

生活雑排水の汚濁負荷

低減に向けた取組の普

及啓発 

・炊事や洗濯などの排水による汚濁負荷低減のための啓発

を行い、生活雑排水簡易浄化槽の定期的な清掃を促しま

す。 

・水洗化していない家庭及び事業所に対し、下水道接続また

は浄化槽等の設置について普及啓発を行い、生活雑排水

の適切な処理を促進します。 

生活環境課 

営業課 

環境保全温暖

化対策課 

 

ダイオキシン類の計画的

な監視と公表の実施 

・ダイオキシン類による環境汚染の未然防止や汚染後の迅速

な対応を図るため、継続的な環境監視を実施し、その実態

把握に努め、測定の結果を公表します。 

・廃棄物処理施設等から排出されるダイオキシン類を計画的

に測定し、結果を公表します。 

環境保全温暖

化対策課 

廃棄物対策課 

事業者による有害化学

物質の使用、排出、移動

等に関する情報提供の

実施 

・事業者による有害化学物質の使用や、排出、移動などの情

報について、既存制度（ＰＲＴＲ制度・ＳＤＳ制度）を活用して

情報提供します。 

環境保全温暖

化対策課 
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＜市民の取組指針＞ 
 
＜事業者の取組み指針＞ 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■施策テーマ 4-2 身近な生活環境の保全 
 新幹線・高速道路及び幹線道路（国、県道・市道の一部）沿線において、騒音・振動状況を調

査し、環境基準超過地点については、施設管理者に対策を要請します。また、日常生活により発

生する騒音や悪臭などの問題を未然に防止するため、相談体制の充実に努めます。 
 ごみのポイ捨てや不法投棄防止のため、各種啓発活動を行っていますが、根絶には至っていま

せん。まちなかにおけるたばこの吸い殻のポイ捨ても、下げ止まりの傾向にあるため、喫煙者に

対するマナー啓発などをより積極的に行います。 
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
地区環境美化活動における参加者一人当たり

のごみ回収量 
470ｇ/人 300ｇ/人 

ポイ捨て吸い殻本数 346 本 300 本 
 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
生活型公害の防止と適

切な対策の推進 

・日常生活や事業の操業などにより発生する騒音や悪臭など

の生活型公害について、発生源に対して助言、指導及び監

視を行うとともに、広報やその他の機会を通じてこれらの未

然防止のための啓発を行います。 

・生活型公害の苦情相談体制を充実します。 

環境保全温暖

化対策課 

・事業者や市が公表する、大気汚染や水質汚濁の測定データ等に感心を持つよう努めます。 
・公共下水道等への接続又は浄化槽の設置による水洗化に努めます。 
・水質汚濁の影響が少ない製品を優先的に使うように心がけ、炊事・洗濯などの排水により河

川の水質を悪化させないように努めます。 
・除草剤、殺菌剤などの農薬や化学肥料を適正に使用し、適切な管理をします。 

・自主的にばい煙、排水などの測定を行い、適正に管理するとともに測定データを公表します。 
・公共下水道等への接続又は浄化槽の設置による水洗化に努めます。 
・PRTR 制度、SDS 制度を理解し、有害化学物質を適正に管理します。 
・除草剤、殺菌剤などの農薬や化学肥料を適正に使用し、適切な管理をします。 
・環境に配慮した農業を目指します。 
・リスクコミュニケーションを進め、周辺住民と良好な関係を築きます。 
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光害防止の啓発 ・光害に関心をもってもらうため、ライトダウンキャンペーン（夜

間照明の一斉消灯）、スターウォッチング（星空観察会）など

を定期的に開催します。 

環境保全温暖

化対策課 

 

◆まちの美化の推進 

（再掲） 

・「長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を防止し、きれい

なまちをつくる条例」に基づき、ポイ捨てなどの防止に向け

た意識の啓発及び指導を行います。 

・ゴミゼロ運動や環境美化キャンペーン等を実施し、市民・事

業者の環境美化意識の向上と地区清掃等の清掃ボランティ

アの育成を図ります。 

・ポイ捨て等防止看板の設置など、地域と連携してまちの美

化に関する意識を高めるための啓発を推進します。 

境保全温暖化

対策課 

不法投棄の監視の徹底 ・住民自治協議会等と連携し、不法投棄されにくい清潔なま

ちづくりを推進します。 

・定期的なパトロールを実施し、不法投棄監視を徹底します。 

生活環境課 

 

空き地の適正管理の実

施 

・市街地における空き地の適正管理を指導し、安全できれい

なまちを維持します。 

環境保全温暖

化対策課 

放置自転車の発生抑制 ・放置自転車の発生を抑制するための啓発に努めるととも

に、自転車等整理区域における巡回指導を実施します。 

交通政策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
  
 
 
 
■施策テーマ 4-3 美しいまちなみの保全と創出 

・日常生活に伴う騒音や悪臭の原因となる行為は慎むよう心がけます。 
・家庭ごみなどの廃棄物の自家焼却や不法投棄はしません。 
・たばこの吸い殻などのごみのポイ捨てや、飼い犬のふんの放置はしません。 
・歩行中または自転車等に乗車中は喫煙しません。また、受動喫煙防止のため、施設内におい

ては決められた喫煙場所以外では喫煙しません。 
・敷地内や敷地周辺の清掃を心がけるとともに、地域の環境美化活動に積極的に参加・協力し、

ポイ捨てされない環境づくりに努めます。 
・不法投棄されにくい地域づくりに取り組みます。 
・敷地内の害虫防除や庭木の適正な管理に努めます。 
・自転車は適正な場所に駐車し、放置はしません。 

・騒音・振動・悪臭を発生させないよう、施設管理に努めます。 
・事業所における不適正なごみの焼却はしません。 
・過度の夜間照明は行わないなど、周辺への光害に配慮します。 
・敷地内や敷地周辺の清掃を心がけるとともに、地域の環境美化活動に積極的に参加・協力・

支援し、ポイ捨てされない環境づくりに努めます。 
・敷地内の害虫防除や、植栽木の適正な管理に努めます。 
・自動販売機を設置する設置者または管理者は回収容器を設置し、適正な管理に努めます。 
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長野市には、善光寺周辺、戸隠神社中社・宝光社周辺及び松代城下町周辺など、歴史あるまち

なみに代表されるように、良好な景観を維持したまちなみがあります。 
 市民が快適に生活するため、まちなみの保全と創出に努めます。 

※管理指標は設定しません 
 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
長野市景観計画に基づ

く景観の保全 

・「景観法」及び「長野市の景観を守り育てる条例」に基づく

「長野市景観計画」を適切に運用して、大規模な建築行為

等に対する景観誘導や屋外広告物の適正化など、市域景

観を保全します。 

都市政策課 

 

文化財の保存及び活用

と環境整備の推進 

・市内に点在する指定文化財（建造物、史跡、名勝、天然記

念物等）などの保存・修復、維持管理・活用及び周辺地域を

含めた環境整備を行います。 

・文化財保護法や条例に基づき、新たな文化財の指定や登

録を行います。 

・本市の文化財とその周辺環境を総合的に把握し、地域全体

で文化財の保存と活用を図るとともに、文化財を活かした魅

力的な地域づくりや防災対策等を進めるため、文化財保存

活用地域計画を作成します。 

文化財課 

 

◆歴史的なまちなみ形

成の推進 

・「長野市歴史的風致維持向上計画」に基づき、善光寺周

辺、戸隠神社中社・宝光社周辺及び松代城下町の歴史的

景観に調和したまちなみを形成するため、「街なみ環境整

備事業」を進めるとともに、「長野市伝統環境保存条例」及

び「長野市伝統的建造物群保存地区保存条例」に基づき、

指定地区の伝統的まちなみなどの保存活動を支援します。 

都市政策課 

文化財課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・良好な景観形成に関心を持ち、住まい周辺の景観の維持及び向上に努めます。 
・個人の住宅もまちなみを構成する要素であるという認識のもと、家屋の維持管理に努めます。 

また、新築・改築などの際は周辺の景観との調和に努めます。 
・地域で親しまれている身近な歴史文化遺産を再確認し、地域ぐるみでその保全に努めます。 
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＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
  

・建築物などの建築等の際は、地域の景観形成に寄与するよう、意匠や色彩などに配慮します。 
・地域の景観協定などに参加します。 
・屋外広告物については周辺の景観との調和に努めます。 
・開発の際は、指定等文化財、保存樹木・樹林などに限らず、地域に親しまれている歴史文化

資源の保全に努めます。 
・歴史的建造物等の周辺で施設などを建設する際は、外観などが周辺の景観と調和するよう配

慮します。 
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５ 基本目標５ 協働と学びの推進  

 
 
 
 5-1 長野市の現状と課題   

■現状 
  長野市では、平成 13 年 6 月、市民・事業者・行政の三者が協働して環境共生のまちづくりを

進めるため、ながの環境パートナーシップ会議が発足し、『アジェンダ 21 ながの－環境行動計

画－』の推進のため、各プロジェクトチームが環境保全活動に取り組んでいます。 
  また、市民一人ひとりの環境問題に対する理解を深めるため、教育機関や環境保全団体、ボ

ランティア団体等と協働で、環境学習会や環境イベント等を実施しています。 
■課題 

  ながの環境パートナーシップにおいて、活動の担い手の高齢化等の問題があり、今後多様な

主体との連携・協働が求められています。 
また、地球温暖化をはじめとする環境問題が深刻化する中、市民一人ひとりが環境問題につ

いてさらに理解を深めることが必要であり、学校や家庭・地域・職場などにおいて環境に関す

る学びを総合的に推進し、持続可能な社会へつなげていく必要があります。 

 
5-2 2026 年に目指す姿 

  市民一人ひとりの学びが環境を守り、育む行動へとつながり、環境と共生するまちづくりが

実現されています。 
 
 5-3 基本目標の達成状況を図るための指標 
 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
環境学習会年間参加者数 2,683 人 5,500 人 

 
 5-4 施策の展開 

■施策テーマ 5-1 協働の推進 
 長野市では、ながの環境パートナーシップ会議をはじめとして、市民・事業者・行政の三者

が協働して実施する環境保全活動を推進しています。 
 今後もこれらの取り組みを継続するとともに、多様な主体による連携と協働を図ります。 

 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
環境保全活動参加者数 1,814 人 4,000 人 

 

関連する 
SDGs 
のゴール 
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＜市の取組（施策）＞ 
施策 具体的な取組 担当課 

◆アジェンダ 21 ながの-

環境行動計画-のプロジ

ェクトの推進 

・「ながの環境パートナーシップ会議」による、「アジェンダ 21

ながの－環境行動計画－」のプロジェクトを推進します。 

環境保全温暖

化対策課 

NPO、事業者などへの

支援及び協働体制の整

備 

・ＮＰＯ、事業者などの環境保全を推進する団体・組織の活

動を支援するとともに、協働するための体制を推進します。 

環境保全温暖

化対策課 

企業の環境保全活動へ

の支援 

・環境マネジメントシステムに関する情報の提供及び導入支

援を行います。 

・企業が地域貢献活動やビジネスとして環境保全活動に取り

組むために必要な情報を提供します。 

・ＥＳＧ投資の推進について検討します。 

環境保全温暖

化対策課 

◆環境情報の把握・集

約と市民等への提供 

・市の環境の現況、施策の取組の状況や、環境の基礎的情

報など、取組の支援につながる情報の収集・提供の体制を

整備します。 

・体系的な環境情報データベース化や環境情報を整理し、

市民などへ提供します。 

・広報紙、市のホームページ、環境情報紙「えこねくしょん」な

どを活用して、環境に関する情報発信を推進します。 

・環境情報の発信を更に推進するため、動画配信や SNS の

活用を図ります。 

・環境情報を発信するための拠点として、環境学習コーナー

の充実を図ります。 

環境保全温暖

化対策課 

市民の環境意識の把握 ・アンケート調査などを通して、市民の環境意識を把握し、施

策へ反映します。 

企画課 

環境保全温暖

化対策課 

 
＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 

・地域の様々な環境保全活動や、ながの環境パートナーシップ会議などの団体の活動に積極的

に参加・協力します。 
・環境に関する情報を積極的に収集するとともに、情報の活用や共有化に努めます。 

・地域の様々な環境保全活動や、ながの環境パートナーシップ会議などの団体の活動に積極的

に参加・協力・支援します。 
・事業活動内容や環境への負荷の状況（廃棄物、有害物質などの排出、エネルギーの使用など）

や環境監視の結果を公表します。 
・環境保全への取組内容、新しい環境保全の技術などについて、積極的に情報を公開します。 
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■施策テーマ 5-2 学びの推進 
 長野市では、学校における授業、学習会や環境イベント、市民講座などを通じて、市民の環境

教育の充実と環境学習への参加を促進しています。 
 市民の環境への関心をより一層高めるため、体験学習などの場の提供や機会をさらに充実させ

るとともに、環境を守り育む行動につながるように、学びを推進します。        
 
管理指標 

指標 現状値（Ｒ2） 目標値（Ｒ8） 
環境学習会年間参加者数 2,683 人 5,500 人 

 
＜市の取組（施策）＞ 

施策 具体的な取組 担当課 
◆学校教育等における

環境教育・環境学習の

推進 

・環境に関する総合的な機会を提供するため、小中学校での

環境教育・環境学習を推進します。 

・子どもたちが環境について考え、参加する機会として「長野

市環境こどもサミット」を開催します。 

・ながの環境エネルギーセンター及び資源再生センターの施

設見学を推進します。 

・環境情報紙「えこねくしょん」等各種資料を活用し、幼児期

や学童期の環境教育を推進します。 

・高校や大学と連携した環境調査や啓発活動等の研究を行

います。 

環境保全温暖

化対策課 

学校教育課 

生活環境課 

資源再生セン

ター 

◆市民を対象とした環境

教育・環境学習の推進 

・市民を対象とした、幅広い分野での継続的な環境教育・環

境学習を推進します。 

・各種環境学習会の充実を図るとともに、自然とのふれあい

や体験学習の場と機会の提供を推進します。 

・長野市地球温暖化防止活動推進センターによる地球温暖

化対策の環境教育・環境学習を推進します。 

・リサイクルプラザにおいて、リサイクル教室の充実を図りま

す。 

環境保全温暖

化対策課 

家庭・地域学

びの課 

生活環境課 

 

事業者を対象とした環境

教育・環境学習の推進 

・事業者を対象とした、継続的な環境教育・環境学習を推進

します。 

 

環境保全温暖

化対策課 

地域における継続的な

環境学習を推進するた

めの体制の検討 

・地球温暖化防止活動推進委員等、専門的知識を有する人

やボランティア、環境保全団体などと連携しながら、地域に

おける継続的な環境学習を行うための体制づくりを検討しま

す。 

環境保全温暖

化対策課 
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＜市民の取組指針＞ 
 
 
 
 
 
＜事業者の取組指針＞ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進 

・環境に関する学習会、イベントや自然とのふれあい体験などに積極的に参加し、環境への関

心・理解を深めます。 
・家庭内などで環境問題について話し合い、環境保全活動に取り組みます。 
 

・事業活動を通じた環境保全活動の経験を活かし、環境教育や環境学習に役立つ情報を積極的

に提供します。 
・従業員に対する環境教育を進めるとともに、ボランティア休暇の設定など、環境保全活動へ

の参加を奨励します。 
・環境教育・環境学習を行う人材の育成、支援に努めます。 
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第５章 計画の推進 
 
 

１ 推進体制 

本市では、本計画を推進していくために、庁内組織である「環境調和都市推進委員会」により全庁的な推進

調整を図り、施策・事業の総合的・計画的な取組を進めます。 

また「長野市環境審議会」は、専門的な見地から計画の達成、進捗状況を点検・評価し、計画の見直し、市

長への助言・提言を行います。 

さらに、「ながの環境パートナーシップ会議」などの環境団体と連携を図りながら、環境基本計画を推進しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

役 割 

 日常生活における環境配慮 
 市民団体等による保全活動 
 行政への協力 

 

 
役 割 

 事務事業の推進 
 市民、事業者の取組を 

サポート 
 市民、事業者への普及、 

啓発 

 
 

役 割 

 事業活動における環境配慮 
 環境保全技術、環境保全製品な

どの研究、開発、普及 
 地域の環境保全への貢献 

 

 

役 割 

 取組内容の評価 
 取組内容への意見提出 

 

連 携 

＜行 政＞ 

＜市民（市民団体を含む）＞ 

＜事業者（団体を含む）＞ 

 
ながの環境パートナーシップ会

議などによる 

 参加 

 

環境活動 

参加 

＜環境審議会＞ 

第三次長野市環境基本計画 推進体制図 

 
 

 

役 割 

・庁内調整 

・施策の推進のため 

の協議 

 

＜環境調和都市
推進委員会＞ 

報   告 

助 言 等 

参加 
連 

携 

連 

携 
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①計画（施策）の立案 

②計画（施策）の実施 

④集計結果公表 
（環境白書、ホームページ等） 

２ 進行管理 

本市は、行政評価及び長野市環境マネジメントシステムにより、環境関連施策の取組状況の把握、評価及

び次年度の取組への反映を行っています。 

これまで行っている計画の進行管理に加え、多くの市民が参加できる方策を検討します。 

 

 

＜長野市環境マネジメントシステム、行政評価における進行管理イメージ＞ 

 

・指標、目標値等を用いて、計画の進捗状況を調査・管理します。結果はホームページ、環境白書等を用いて積極的に

公開し、意見提案等の市民参加を促します。 

・広く市民から提案された意見等を踏まえ、施策の内容、取組の改善につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民意見 
事業者意見  等 

⑥次年度の計画 
（施策）の立案 

⑤事業の見直し 

③進捗状況、実績の 
調査・集計 
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３ 指標・目標値の一覧 

 前述した各基本目標の指標について一覧にまとめました。 
 

施策テーマ 指 標 現状値 
(令和２年度) 

目標値 
(令和８年度) 

基本目標１ 循環型社会の実現 

目標 温室効果ガス年間排出量 
2,217,441t-CO2 

（H29） 
1,571,200t-CO2 

1-1 再生可能エネルギーによる電力自給率 56.4％ 70％ 

1-1 太陽光発電の設備容量（累計） 152,871kW 195,830kW 

1-2 バイオマス発電量 算定中 84,501MWｈ 

1-2 バイオマス発電設備容量 10,973kW 13,663kW 

1-2 未利用バイオマス利用率（参考） 49％ 55％ 

1-3 市民一人一日当たりの温室効果ガス排出量 
16.22 ㎏-ＣＯ2 

（Ｈ29） 
10.87 ㎏-ＣＯ2 

1-3 市内の年間エネルギー消費量（電気） 2,277,686ＭWｈ 2,072,694ＭWｈ 

1-3 
二人以上の世帯当たりの年間エネルギー消費量 

（電気・プロパンガス・灯油・ガソリン） 

電気 4,636kWｈ 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 53.5 ㎥ 

灯油 299.7L 

ガソリン 562.8L 

電気 4,219kWｈ 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 48.7 ㎥ 

灯油 272.7L 

ガソリン 512.1L 

1-4 自転車道などの整備延長 11.4 ㎞ 32.8 ㎞ 

1-4 歩道の整備延長 297.2 ㎞ 303.0 ㎞ 

1-4 市民一人当たりの公共交通利用回数 101.6 回/人 137 回/人 

1-4 市民一人当たりの都市公園面接 8.39 ㎡/人 10.0 ㎡/人 

1-5 間伐による民有林の木材伐採量 19,000 ㎥ 25,000 ㎥ 

1-6 
温暖化に伴う異常気象に対して日常生活の中で

備えをしている（アンケート） 
48％（Ｒ3） 60％以上 

基本目標２ 循環型社会の実現 

目標 市民一人一日当たりのごみ排出量 926ｇ/人・日（Ｈ30） 881ｇ/人・日 

2-1 市民一人一日当たりのごみ排出量 926ｇ/人・日（Ｈ30） 881ｇ/人・日 

2-1 事業系可燃ごみ排出量 39,115t （Ｈ30） 38,445t 

2-2    

2-3 
使い捨てプラスチックの削減に取り組んでいる（ア

ンケート） 
76％（Ｒ3） 80％以上 

 

目標設定なし 
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基本目標３ 豊かな自然環境の保全 

目標 豊かな自然環境が保たれている（アンケート） 70.4％(R3) 67％以上 

3-1 希少生物調査対象種 ― 4 種 

3-2 民有林の木材伐採量 23,000 ㎥ 31,000 ㎥ 

3-2 森林体験年間参加者数 1,386 人 2,150 人 

3-2 生物利用等環境保全型農業推進事業の取組 2,362 戸 2,500 戸 

3-3 市民一人当たりの都市公園面積 8.39 ㎡/人 10.0 ㎡/人 

3-4 市内中小河川９河川の水質階級 10 点 11 点以下 

基本目標４ 良好で快適な環境の保全と創造 

目標 
空気や水がきれいで、まちも美しく保たれている

（アンケート） 
71.8％(R3) 67％以上 

4-1 大気環境基準達成率 100％ 100％ 

4-1 
市内中小河川 13 河川の生活環境項目（ＢＯＤ）平

均値 
1.6 ㎎/ℓ 2.0 ㎎/ℓ以下 

4-2 
地区環境美化活動における参加者一人当たりの

ごみ回収量 
470ｇ/人 300ｇ/人 

4-2 ポイ捨て吸い殻本数 346 本 300 本 

4-3    

基本目標５ 協働と学びの推進 

目標 環境学習会年間参加者数 2,683 人 5,500 人 

5-1 環境保全活動参加者数 1,814 人 4,000 人 

5-2 環境学習会年間参加者数 2,683 人 5,500 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標設定なし 
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４ 各基本目標とＳＤＧs のゴールの関係 

５つの基本目標は、ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち、13 のゴールに関連しています。 

各目標と SDGs のゴールの関係 

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４ 基本目標５ 

脱炭素社

会の構築 
循環型社

会の実現 

豊かな自

然環境の

保全 

良好で快

適な環境

の保全と

創造 

協働と学

びの推進 

 すべての人に 
健康と福祉を    〇  

 質の高い教育を 
みんなに     〇 

 安全な水トイレを 
世界中に   〇 〇  

 エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 〇     

 産業と技術革新の 
基盤を作ろう 〇 〇 〇   

 住み続けられる 
まちづくりを 〇 〇 〇 〇  

 つくる責任 
つかう責任 〇 〇  〇  

 気候変動に 
具体的な対策を 〇     

 海の豊かさを 
守ろう  〇    

 陸の豊かさも 
守ろう 〇  〇   

 平和と公正を 
すべての人に     〇 

 パートナーシップで 
目標を達成しよう 〇 〇 〇 〇 〇 



 

74 
 

 

 


